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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

 

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期 

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 

売上高 (百万円) 71,931 70,605 69,486 74,315 75,796 

経常利益 
又は経常損失（△） 

(百万円) 1,892 1,084 1,070 2,093 2,554 

当期純利益 
又は当期純損失（△） 

(百万円) 1,428 760 679 1,382 1,820 

包括利益 (百万円) 1,554 963 971 2,440 5,361 

純資産額 (百万円) 24,391 24,907 25,431 25,585 30,003 

総資産額 (百万円) 89,587 83,956 82,116 89,024 91,394 

１株当たり純資産額 (円) 163.98 167.45 170.98 172.04 201.77 

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純
損失（△） 

(円) 9.60 5.11 4.57 9.30 12.24 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 9.55 － － － － 

自己資本比率 (％) 27.2 29.7 31.0 28.7 32.8 

自己資本利益率 (％) 6.0 3.1 2.7 5.4 6.6 

株価収益率 (倍) 26.2 35.2 35.4 17.4 17.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,707 4,391 2,879 5,451 4,729 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △674 △1,757 △1,169 △2,973 △2,711 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,549 △4,939 △1,525 △693 △2,257 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 7,795 5,494 5,706 8,143 7,987 

従業員数 (名) 2,999 2,946 3,422 3,672 3,623 
（ほか、平均臨時 
雇用人員） 

  (307) (300) (－) (－) (－) 

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第88期、第89期、第90期及び第91期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

３ 第87期及び第88期については、臨時雇用人員の総数が従業員数の100分の10以上であるため、平均人数を

（外数）で記載しております。 
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(2）提出会社の経営指標等

 

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期 

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 

売上高 (百万円) 56,689 55,627 53,173 53,402 55,174 

経常利益 
又は経常損失（△） 

(百万円) 1,729 1,066 931 906 1,491 

当期純利益 
又は当期純損失（△） 

(百万円) 1,166 705 644 662 1,212 

資本金 (百万円) 10,156 10,156 10,156 10,156 10,156 

発行済株式総数 (株) 148,945,611 148,945,611 148,945,611 148,945,611 148,945,611 

純資産額 (百万円) 24,072 24,516 24,903 25,973 27,590 

総資産額 (百万円) 85,427 79,539 77,253 80,863 83,165 

１株当たり純資産額 (円) 161.84 164.82 167.43 174.66 185.54 

１株当たり配当額 (円) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純
損失（△） 

(円) 7.84 4.74 4.34 4.46 8.15 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 7.79 － － － － 

自己資本比率 (％) 28.2 30.8 32.2 32.1 33.2 

自己資本利益率 (％) 4.9 2.9 2.6 2.6 4.5 

株価収益率 (倍) 32.1 38.0 37.3 36.3 26.1 

配当性向 (％) 38.3 63.3 69.1 67.3 36.8 

従業員数 (名) 2,098 2,062 2,011 2,016 1,976 

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第88期、第89期、第90期及び第91期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 
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２【沿革】

昭和24年８月 株式会社神戸製鋼所の再建整備計画に基づき、同社より独立、鳥羽工場（三重県鳥羽市）、山

田工場（三重県伊勢市）、東京工場（東京都日野市）の３工場を継承し、電気機械器具、産業

車両、産業機械器具等の製造販売会社として神鋼電機株式会社を設立 

昭和27年３月 株式を東京証券取引所市場に上場 

昭和36年３月 山田工場を伊勢工場（現 伊勢製作所）に改称 

昭和40年６月 愛知県豊橋市に豊橋工場（現 豊橋製作所）を新設 

昭和44年３月 三重県鳥羽市に新鳥羽工場を新設、旧鳥羽工場を閉鎖 

昭和45年11月 協進商事株式会社（現 シンフォニア商事株式会社）を設立 

昭和45年12月 神電工事株式会社（現 シンフォニアエンジニアリング株式会社）を設立 

昭和53年７月 伊勢コンピュータサービス株式会社（現 株式会社アイ・シー・エス）を設立 

昭和53年10月 東京工場を閉鎖、豊橋工場（現 豊橋製作所）に移転・統合 

平成元年６月 THAI PARTS FEEDER CO.,LTD.（現 SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.）を合弁会社とし

て設立 

平成３年１月 株式会社セルテクノを設立 

平成９年６月 本社（本店）を東京都中央区より東京都江東区に移転 

平成13年10月 子会社であった株式会社鳥羽神鋼電機、神電ファクトリーサービス株式会社及び鳥羽電装株式

会社の３社を当社に吸収合併 

平成15年12月 THAI PARTS FEEDER CO.,LTD.（現 SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.）を完全子会社化 

平成16年６月 本社（本店）を東京都江東区より東京都港区に移転 

平成17年３月 株式会社大崎電業社の全株式を取得 

平成18年７月 株式会社S&Sエンジニアリングを設立 

平成21年４月 商号を「神鋼電機株式会社」より「シンフォニアテクノロジー株式会社」に変更 

平成22年２月 株式会社ダイケン（現 シンフォニアマイクロテック株式会社）の全株式を取得 

平成25年１月 シンフォニアマイクロテック株式会社の中国東莞の生産拠点を現地法人化（達機機電（東莞）

有限公司（現 昕芙旎雅機電（東莞）有限公司）） 
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３【事業の内容】

 当社グループは、当社、子会社15社及び関連会社４社で構成されております。主な事業内容と、当該事業に係わる

各社の位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。 

モーション機器・・・・・・・・・・当社が製造販売するほか、電磁クラッチ・ブレーキの一部については、子

会社昕芙旎雅機電(東莞)有限公司が製造を、シンフォニアマイクロテック

㈱及び昕芙旎雅機電(香港)有限公司が販売を、㈱大崎電業社が製造・販売

をしております。また、昇華型デジタルフォトプリンタの一部について

は、子会社日本デジタル・フォート㈱が販売しております。建設車両用電

装品の一部については、子会社SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) 

CO.,LTD.が製造・販売しております。 

パワーエレクトロニクス機器・・・・当社が製造・販売するほか、半導体製造装置用ハンドリング機器、振動式

搬送機器・パーツフィーダの一部については、子会社SINFONIA 

TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.が製造・販売しております。 

サポート＆エンジニアリング・・・・電気・機械設備工事の請負、エンジニアリングを子会社シンフォニアエン

ジニアリング㈱が行っており、病院内搬送システムの販売、エンジニアリ

ングを子会社㈱S&Sエンジニアリングが行っております。また、子会社シ

ンフォニア商事㈱、㈱アイ・シー・エス及び㈱セルテクノは、倉庫・運送

業、ソフトウェア開発及び労働者派遣業等の事業分野を問わないサービス

を行っております。 
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 事業の系統図は次のとおりであります。 

平成27年３月31日現在 

 

 

（※１） 平成26年４月１日付で、SINFONIA TECHNOLOGY(AMERICA) INC. を設立いたしました。 

（※２） 平成26年６月２日付で、PT. SINFONIA TECHNOLOGY(INDONESIA) を設立いたしました。 
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４【関係会社の状況】

 

名称 住所 
資本金又は 

出資金 
主要な事業 

の内容 

議決権の所有 
(被所有)割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社）          

シンフォニア商事㈱ 三重県伊勢市 

百万円 
 

200 
 

サポート＆エンジ
ニアリング 

100 

当社製品の物流業務、印刷複写業務等を
行っております。 
当社所有の土地及び建物を賃借しており
ます。 

シンフォニアエンジニア
リング㈱ 

三重県伊勢市 

百万円 
 
 

100 
 
 

サポート＆エンジ
ニアリング 

100 

当社製造の電機品の工事、サービス及び
自動券売機の販売、サービスを行ってお
ります。 
当社所有の土地及び建物を賃借しており
ます。 
 役員の兼任 ２名、転籍 １名 

㈱アイ・シー・エス 三重県伊勢市 

百万円 
 
32 
 

サポート＆エンジ
ニアリング 100 

当社製品のソフトウェアの開発を行って
おります。 
当社所有の建物を賃借しております。 
 役員の兼任 １名 

㈱セルテクノ 三重県伊勢市 
百万円 

 
60 

サポート＆エンジ
ニアリング 

100 
当社製造の電気・電子機器類の設計・試
験、労働者派遣業務を行っております。 
当社所有の建物を賃借しております。 

㈱大崎電業社 東京都大田区 百万円 
48 

モーション機器 100 当社製品を製造・販売しております。 
当社より資金援助を受けております。 

㈱S&Sエンジニアリング 東京都港区 
百万円 

 
200 

サポート＆エンジ
ニアリング 100 

当社製品等を購入しております。 
当社より資金援助を受けております。 
 役員の兼任 １名、転籍 １名 

シンフォニアマイクロテ
ック㈱ 

兵庫県明石市 
百万円 

84 
モーション機器 100 

当社製品を販売しております。 
 役員の兼任 １名 

昕芙旎雅機電(香港)有限
公司 

中華人民共和国
（香港） 

香港ドル 
 

10百万 
モーション機器 

100 
〔100〕 

当社製品を販売しております。また、当
社へ製品を納入しております。 
当社より資金援助を受けております。 

昕芙旎雅機電(東莞)有限
公司 

中華人民共和国
（東莞） 

米ドル 
2百万 

モーション機器 100 
〔100〕 

当社製品を製造しております。 

SINFONIA TECHNOLOGY 
(THAILAND)CO.,LTD. 

タイ王国 
（サムットプラ
カーン） 

タイバーツ 
 

270百万 

モーション機器 
パワーエレクトロ
ニクス機器 

100 
当社製品を製造・販売しております。 
当社より資金援助を受けております。 

（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。 

２ 議決権の所有割合の〔 〕内の数字は、間接所有割合（内数）であります。 

３ シンフォニアエンジニアリング㈱については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に

占める割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等 ① 売上高   12,974百万円 

② 経常利益    676百万円 

③ 当期純利益   387百万円 

④ 純資産額   2,131百万円 

⑤ 総資産額   7,255百万円 
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況 

平成27年３月31日現在 
 

セグメントの名称 従業員数(名) 

モーション機器 1,809 

パワーエレクトロニクス機器 1,059 

サポート＆エンジニアリング 755 

合計 3,623 

（注） 従業員数は就業人員であります。 

 

(2）提出会社の状況 

平成27年３月31日現在 
 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

1,976 37.6 14.1 5,541 

 

セグメントの名称 従業員数(名) 

モーション機器 1,047 

パワーエレクトロニクス機器 929 

サポート＆エンジニアリング － 

合計 1,976 

（注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

 

(3）労働組合の状況 

 当社の労働組合はシンフォニアテクノロジー労働組合（単一労組）と称し、昭和24年８月18日に結成され同日に

労働協約を結んでおります。 

 平成27年３月31日現在の組合員数は1,609名で、本部及び５支部を設置しております。 

 また、連結子会社にはシンフォニアエンジニアリング労働組合及びS&Sエンジニアリング労働組合があります。 

 なお、労使関係については特に記載すべき事項はありません。 
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績 

 当連結会計年度における当社グループを取り巻く経営環境は、国内においては、消費税増税前の駆け込み需要の

反動により一時的に落ち込んだ民間設備投資が、ドル高円安の進行等による企業収益の改善に伴い回復基調とな

り、また、公共投資についても堅調に推移いたしました。一方、海外においては、中国経済の成長率鈍化や東南ア

ジア各国に課題があるものの総じて堅調に成長し、また、米国は雇用環境の改善にあらわれているように堅調に回

復が続きました。 

 このような景況の下で当社グループといたしましては、中期経営計画「BRIDGE 100」に掲げる基本方針に則っ

て、中核事業の受注及び売上の拡大に取り組み、さらに新規顧客の獲得や新製品の受注に向けて、有力顧客につな

がる販売チャネルの開拓や、新製品を積極的に出展するなどの販売促進を進めました。グローバル事業の拡大に向

けては、インドネシアにおける販売拠点として現地法人を設立いたしました。さらに、新分野への挑戦として、再

生医療分野や、植物栽培・魚の陸上養殖支援システムといった農業・水産分野への新しい取組を推進いたしまし

た。また、グループ経営基盤整備の一環として、生産・販売・管理部門の連携を強化し効率性を高めるために、業

務改革を含めた次期IT基幹システムの導入プロジェクトを発足させ、取組を開始いたしました。 

 その結果、受注高は810億95百万円（前連結会計年度比7.7％増）、売上高は757億96百万円（同2.0％増）となり

ました。損益面につきましては、営業利益は27億57百万円（同14.2％増）、経常利益は25億54百万円（同22.0％

増）となり、当期純利益は18億20百万円（同31.7％増）となりました。 

 

 セグメント別の状況は次のとおりであります。 

 

［モーション機器事業］ 

 モーションコントロール機器部門において繊維業界向けモータが不調でありましたが、プリンタ部門においてア

ミューズメント関連機器が好調に推移したこと等により、事業全体としては、受注高は318億33百万円（前連結会

計年度比2.2％増）、売上高は316億73百万円（同3.6％増）となりました。また、損益面につきましては、営業利

益は８億30百万円（同29.9％減）となりました。 

 

［パワーエレクトロニクス機器事業］ 

 社会インフラシステム部門において官公庁向け電気設備が好調であったことや、振動機器部門においてゴム業界

向け振動乾燥・冷却装置が好調に推移したこと等により、事業全体では、受注高は296億47百万円（前連結会計年

度比16.6％増）、売上高は258億58百万円（同4.7％増）となりました。また、損益面につきましては、営業利益は

９億68百万円（同233.6％増）となりました。 

 

［サポート＆エンジニアリング事業］ 

 電気工事等の増加により、受注高は196億14百万円（前連結会計年度比4.9％増）となりましたが、システム開発

案件の減少等の影響により、売上高は182億64百万円（同4.0％減）となりました。また、損益面につきましては、

営業利益は９億68百万円（同4.6％増）となりました。 
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(2）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ１億56百万円減少し、当連結会計年度末には79億87百万円となりました。 

 各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、47億29百万円となりました。これは、法人税等の支払

14億70百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益28億１百万円の計上、減価償却費20億84百万円の計上、

退職給付に係る負債の増加12億34百万円等によるものであります。 

 また、前連結会計年度との比較につきましては、売上債権の減少、税金等調整前当期純利益の増加等がありまし

たが、仕入債務の減少、法人税等の支払等により７億22百万円の減少となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、27億11百万円となりました。これは、有形固定資産の

取得による支出22億14百万円等によるものであります。 

 また、前連結会計年度との比較につきましては、有形固定資産の取得による支出の減少等により２億61百万円の

増加となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の減少額は、22億57百万円となりました。これは、短期借入金及び

長期借入金の純減少（調達から返済を差し引いた金額）16億36百万円及び配当金の支払４億43百万円等によるもの

であります。 

 また、前連結会計年度との比較につきましては、長期借入による収入の減少等により15億63百万円の減少となり

ました。 
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

モーション機器 31,278 +0.4 

パワーエレクトロニクス機器 26,370 +2.8 

サポート＆エンジニアリング 18,479 △2.1 

合計 76,128 +0.6 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注実績 

 当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

モーション機器 31,833 +2.2 16,163 +1.0 

パワーエレクトロニクス機器 29,647 +16.6 12,979 +41.2 

サポート＆エンジニアリング 19,614 +4.9 7,192 +23.1 

合計 81,095 +7.7 36,335 +17.1 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

モーション機器 31,673 +3.6 

パワーエレクトロニクス機器 25,858 +4.7 

サポート＆エンジニアリング 18,264 △4.0 

合計 75,796 +2.0 

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３【対処すべき課題】

(1）対処すべき課題 

 2015年度の当社グループを取り巻く経営環境は、米国の金融政策の正常化に向けた動きによる影響や地政学的リ

スク等の先行き不透明な部分があるものの、国内の民間設備投資については、雇用・所得環境の着実な改善により

個人消費が底堅く推移することと、為替相場のドル高円安傾向を受けて、企業収益の改善及び生産拠点の国内回帰

が見込まれることから、引き続き回復基調で推移することが期待されます。海外においては、米国経済は家計需要

を牽引力として、緩やかな拡大を維持する見通しです。中国は、鈍化するものの高水準の経済成長率を維持し、東

南アジアにおいては一部例外がありますが、引き続き2014年と同程度の成長が見込まれます。 

 このような経営環境の下で当社グループといたしましては、顧客ニーズを的確に捉えた新商品の開発、及び既存

商品の新用途開拓を推進するとともに、積極的に提案型営業を展開することにより受注の最大化を目指します。ま

た、中国・東南アジアをはじめとした海外市場において、地域ニーズに適合した製品を投入しグローバル事業の拡

大を図ります。さらに生産・試験工程の自動化を推進し生産効率改善に取り組んでまいります。 

 また、創業100年にあたる2017年度を最終年度とする、５ヵ年のグループ中期経営計画「BRIDGE 100」の下、当

社グループにおいて培ってきた“Motion ＆ Energy Control”技術で、中国・アジアの経済成長に伴う設備投資需

要にマッチした製品の投入と、先進国成熟社会におけるエネルギー効率化の加速に対応したソリューションの提供

により、当社グループの収益基盤を確立し、グローバルな成長を目指しております。本計画の３年目となる2015年

度を迎えるにあたって、2017年度に至る向こう３年間の道筋を確かなものとすべく、これまでの取組と事業環境の

変化を踏まえて検討を行った結果、基本方針と目標値は当初計画通り据え置きますが、中核４事業の一つを『自動

車試験装置事業』から『振動機器事業』へ変更する等、一部内容を見直しいたしました。 

 今後さらに成長し続ける企業グループとして株主の皆様、顧客の皆様から評価していただけるよう、引き続きグ

ループを挙げて飛躍を遂げるべく努力を重ねてまいる所存でございます。 

 

(2）株式会社の支配に関する基本方針 

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要 

 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると当社

取締役会は考えております。上場会社である当社の株式については自由な取引が認められており、当社取締役会

は、当社に対し後記３．２）①において定義している大規模買付行為が行われた場合に、これを受け入れるか否

かの最終的な判断については、その時点における株主の皆様に委ねられるべきであると考えております。 

 しかしながら、大規模買付行為には、その目的等から見て①企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすもの、②株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主

が株券等の大規模買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分

な時間や情報を提供しないもの、④対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者

との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくあり

ません。 

 

 当社は、当社の企業価値の源泉は、①多岐にわたる製品を、機械・電気・制御の開発・生産から販売まで行う

一貫体制、②創業以来培われた豊富な経験とノウハウに裏づけされた高度な技術力、③ステークホルダーとの間

で長年にわたり築き上げてきた信頼関係、④事業組織間での人材、固有技術、製造技術等のシナジーを積み重ね

ていく企業風土、⑤組織、人材のシナジーを引き出す経営と従業員の信頼関係にあると考えており、当社株券等

の大規模買付行為を行う者がこのような当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向

上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損されることになります。ま

た、後記３．２）②において定義している大規模買付者により大規模買付行為がなされる場合に、株主の皆様が

これに応じるか否かを決定するに際しては、大規模買付者から、事前に、株主の皆様の判断のために必要かつ十

分な大規模買付行為に関する情報が提供される必要があると考えており、かかる情報が明らかにされないまま大

規模買付行為が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損される可能性が極

めて高いと考えます。 

 当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う

者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為

に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保する必要があると考えております。 
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２．基本方針の実現に資する特別な取組の内容の概要 

１）当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組について 

(1）当社の企業理念及び企業価値の源泉について 

 当社は、「企業理念」を制定し、企業価値とその源泉となる競争力向上に取り組んでおります。その「企

業理念」は次のとおりです。 

『「一歩先を行く技術」「地球を大切にする心」「思いやりのある行動」私たちはこの３つを大切に人から

宇宙まで豊かな暮らしと社会の発展に貢献します。』 

 当社は、大正６年（1917年）の創業以来、電磁応用力技術と精密機構技術を基盤に幅広い分野に事業領域

を拡げ、現在では、航空機用電子機器、カラープリンタ、電磁クラッチ、半導体ウェーハ搬送機器、社会イ

ンフラ電気設備等の多様な製品をお客様に提供しております。 

 当社の企業価値の確保・向上を目指す上で、企業価値の源泉は、以下に掲げる要素にあるものと考えてお

ります。 

 ①官公庁から半導体メーカーや写真関連メーカーまで多岐にわたるお客様のニーズを捉えた製品を、電子

機器、精密機械、制御・ソフトの開発・生産から販売まで行う一貫体制 

 ②創業以来培われた豊富な経験とノウハウに裏づけされた高度な技術力 

 ③株主の皆様はもちろん、お客様・取引先・地域関係者等のステークホルダーとの間で長年にわたり築き

上げてきた信頼関係 

 ④個々の事業組織間での人材の支援や保有技術の相互利用、生産現場での技能協力等のシナジーを積み重

ねていく企業風土 

 ⑤当社の企業風土と歴史的背景を深く理解し、最大限の効果を引き出す経営と従業員の信頼関係 

 

(2）当社の今後の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組について 

 当社は、平成25年より５ヵ年の中期経営計画「BRIDGE 100」を策定し、事業活動に取り組んでおります。

平成29年に迎える創業100年に向けて、長い歴史の中で培ってきた幅広い技術・顧客基盤を活かし、変化す

る時代に対応した開発型企業へ転換し、新たな成長を実現します。また、この中期経営計画の５年間を、次

の100年間も株主の皆様への安定配当、社会への貢献を実現するとともに、株主・顧客・取引先の期待に応

え、従業員・家族の生活を守り続ける企業となるための架け橋とするべく、当社グループにおいて培ってき

た“Motion ＆ Energy Control”技術で、ASEAN・中国の経済成長に伴う産業設備投資需要にマッチした製

品の投入と、先進国成熟社会におけるエネルギー効率化の加速に対応したソリューションの提供により、当

社グループの収益基盤を確立し、グローバルな成長を目指します。そして、以下の方針の下、本中期経営計

画の目標を達成し、当社グループの企業価値向上を実現します。 

①中核事業の拡大 

 ４つの中核事業（『航空宇宙事業』、『モーションコントロール機器事業』、『振動機器事業』、『ク

リーン搬送機器事業』）を拡大させるべく開発・設備投資、要員を重点的に配分し、事業収益を向上させ

ます。 

②グローバル事業の拡大 

 東南アジア・中国市場のニーズをつかみ、これまで整備を進めてきたタイ・中国の現地法人を中心にグ

ローバル事業を拡大します。 

③新分野への挑戦 

 “Motion ＆ Energy Control”技術と“計測・制御”技術により、再生医療関連産業の成長、福祉の省

力化ニーズが期待される「医療・福祉」分野、食の安全・安定供給への期待が高まる「農業」分野での事

業化に挑戦します。 

④グループ経営基盤整備 

 事業拡大、グローバル化を進めるために必要な、開発・技術力の強化、生産の最適化、人材の育成並び

に迅速な意思決定及び効率的な業務遂行を支える基盤の整備を行います。 

 

 また、従来より当社グループの企業価値の確保・向上を図るための重要事項と位置付けている、電子機

器、精密機械、制御・ソフトの設計・開発に関わる高度な技術や溶接・加工等の製造技術・技能の伝承・強

化についても、今後とも引き続き推進してまいります。 

 このように、当社は、今後も企業価値＝業績向上を続けていくため、機械やデータに置き換えることがで

きない技能や組織間のシナジーの重要性を大切にする企業風土を醸成するとともに、これを深く理解する経

営と従業員との信頼の更なる強化に取り組んでまいります。 
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２）企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の基盤となる仕組み － コーポレートガバナンスの整備 

 当社は、経営目標を達成する過程においても、各ステークホルダーとのより良好な関係にも配慮すべきであ

ると考えており、かかる目的達成のために、各ステークホルダーの皆様のご理解とご支援をいただくこと、及

び法令・定款の遵守と高い倫理観の醸成を命題として、コンプライアンス体制の整備に取り組み、企業価値の

確保・向上と経営チェック機能の充実をともに図ることを目指しております。 

 具体的な施策としては、執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離すること

により、業務執行機能や意思決定・監督機能を強化するとともに、外部からの経営チェック・助言により適切

な経営に資するため、弁護士など外部の専門家から適宜アドバイスを受けるほか、独立性のある社外取締役２

名及び社外監査役３名を選任し、また、コンプライアンスに対する社内の意識強化と問題の未然防止に資する

ため、全社コンプライアンスの担当役員を任命し、関係会社の代表や外部有識者も加えたコンプライアンス委

員会の設置を行っております。さらに内部統制システムについて、その体制を整え、継続的な運用と評価・改

善を図っております。 

 

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための 

取組 

 当社は、上記１．に記載した当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以

下「基本方針」といいます。）に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組として、当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新に関する

議案を平成26年６月27日開催の第90回定時株主総会に諮り、承認されました（更新後の対応方針を、以下「本対

応方針」といいます。）。本対応方針の目的及び概要は以下のとおりであります。 

１）本対応方針の目的 

 本対応方針への更新は、上記１．に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を確保し、向上させる目的をもって行われたものです。 

 当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。当社取締役会は、金融

商品取引法及び関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏

まえ、このような不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するために

は、当社株券等に対して大規模買付行為が行われた場合に、株主の皆様がこれを受け入れるか否かの最終的な

判断を行ったり、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な時間及び情報を確保す

るとともに、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすること

により、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための枠組みが

引き続き必要不可欠であると判断いたしました。 

 そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組の一環として、本対応方針への更新を行うことを決定いたしました。 

 

２）本対応方針の概要 

 ①対象となる大規模買付行為 

 本対応方針においては、次の（ⅰ）もしくは（ⅱ）に該当する行為またはこれらに類似する行為（但し、

当社取締役会が予め承認したものを除きます。以下「大規模買付行為」といいます。）がなされ、またはな

されようとする場合には、本対応方針に基づく対抗措置が発動されることがあります。 

（ⅰ）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合の合計が20％以上となる買付け 

（ⅱ）当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者

の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 
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 ②本対応方針に係る手続 

 本対応方針は、当社の株券等の大規模買付行為を行おうとし、または現に行っている者（以下「大規模買

付者」といいます。）が現れた場合に、当該大規模買付者に対し、事前に当該大規模買付行為に関する情報

の提供を求め、当社が、当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主

の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉等を行うための手続を定めるも

のであります。なお、大規模買付者には、本対応方針に係る手続を遵守していただくこととし、大規模買付

者は、本対応方針に係る手続の開始後、（ⅰ）当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案

立案のための期間（原則として60日間。以下「取締役会評価期間」といいます。）が終了するまでの間、及

び（ⅱ）取締役会評価期間終了後であっても、対抗措置の発動の可否を問うための株主の総体的意思を確認

する総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）が招集された場合には、株主意思確認総会において対

抗措置の発動に関する決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実行してはならないものとしておりま

す。 

 

 ③対抗措置の発動 

 大規模買付者が、本対応方針において定められた手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）に従う

ことなく大規模買付行為を行う場合、または、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値もしく

は株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがある場合には、当社は、原則として、当該大規模買付者

その他一定の者による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該大規模買付者その他一定の者以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予

約権」といいます。）を、当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以

下に規定されます。）により割り当てることがあります。 

 

 ④取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会、株主意思確認総会の利用 

 本対応方針においては、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を

排し、その判断の合理性及び公正性を担保することを目的として、独立委員会規程に従い、(i）当社社外取

締役、（ⅱ）当社社外監査役、または（ⅲ）社外の有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投

資銀行業務に精通する者または他社の取締役もしくは執行役として経験のある社外者等）で、当社経営陣か

ら独立した者のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の客観的な判断を経るこ

ととしております。当社取締役会は、大規模買付者が現われた場合、独立委員会へ適時に情報を提供し、独

立委員会は、大規模買付者及び当社取締役会が株主の皆様の共同の利益を損なう行動を取っていないかを含

め、公正な手続が行われているかについての検証を行うものとします。また、当社取締役会は、対抗措置を

発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。これに加え

て、独立委員会が株主意思確認総会の招集を勧告した場合には、当社取締役会は、株主意思確認総会を招集

し、対抗措置の発動に関する議案を付議することにより株主の皆様のご意思を確認するか否かについて、独

立委員会の勧告を最大限尊重するものといたします。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に

適時に情報を開示することにより、その透明性を確保することとしております。 

 

 ⑤本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

 仮に、本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、大規模買付者その他一定の者以

外の株主の皆様による本新株予約権の行使がなされた時、または当社による本新株予約権の取得と引換え

に、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された時には、当該大規模買付

者その他一定の者の有する当社株式の議決権割合は、一定程度希釈化される可能性があります。 

 

３）本対応方針の有効期間、廃止及び変更について 

 本対応方針の有効期間は、平成29年６月に開催予定の当社定時株主総会の終結の時までとし、かかる有効期

間の満了前であっても、（ⅰ）当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認され

た場合、または（ⅱ）当社取締役会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合に

は、本対応方針はその時点で廃止または変更されるものといたします。 

 

 なお、本対応方針の詳細につきましては、平成26年４月22日付当社プレスリリース「当社株券等の大規模買

付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について」をご覧ください。（当社ホームページ

http://www.sinfo-t.jp） 
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４．上記２．の取組についての当社取締役会の判断 

 当社は、継続的な企業価値の向上こそが株主の皆様の共同の利益の向上のために最優先されるべき課題である

と考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を目的に、上記２．の取組を行っております

が、これらの取組の実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の

株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損な

うおそれのある当社株券等の大規模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組は、上記１．の基本方

針に資するものであると考えております。 

 従って、上記２．の取組は、上記１．の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうもので

はなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

 

５．上記３．の取組についての当社取締役会の判断 

 本対応方針への更新は、上記１．の基本方針に沿って、当社株券等に対して大規模買付行為が行われた場合

に、株主の皆様がこれを受け入れるか否かの最終的な判断を行ったり、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代

替案を提案するために必要な時間及び情報を確保するとともに、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付

者と協議・交渉等を行うこと等を可能とし、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止することにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向

上させるという目的をもって行われたものであります。 

 また、下記(1）から(5）までのとおり、本対応方針は、株主意思を重視するものであること、買収防衛策に関

する指針の要件を完全に充足していること、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されていること、取締

役会の判断の合理性及び公正性を担保するため独立委員会が設置されていること、デッドハンド型買収防衛策で

はないこと等から、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動に関する取締役会の判断の合理性及び公正性が担保

されているものであって、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 

(1）株主意思を重視するものであること 

 本対応方針は、本対応方針への更新に関する株主の皆様のご意思を確認するため、平成26年６月27日開催の

第90回定時株主総会において、本対応方針への更新に関する議案が諮られ、承認されたものであります。 

 また、上記３．３）に記載のとおり、本対応方針の有効期間は平成29年６月に開催予定の当社定時株主総会

の終結の時までとしておりますが、かかる有効期間の満了前であっても、（ⅰ）当社株主総会において本対応

方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または（ⅱ）当社株主総会において選任された取締

役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合に

は、本対応方針はその時点で廃止または変更されます。また、独立委員会が株主意思確認総会の招集を勧告し

た場合には、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重して、また、独立委員会から対抗措置の発

動の勧告がなされたものの当社取締役会が必要と判断した場合には、対抗措置の発動に関する議案を株主意思

確認総会に付議することがあり、これにより株主の皆様のご意思を直接確認することができることとしており

ます。 

 

(2）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等 

 本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しております。また、企業価

値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の

買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに本対応方針は、東京証券取引所の定める

買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものであります。 

 

(3）合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定 

 本対応方針は、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されて

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されております。 
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(4）独立委員会の設置 

 当社は、本対応方針において、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買

付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させるた

めに必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否か、株主意思確認総会を招集するか否かについ

ての取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、またその他本対応方針の運用ないし対抗措置の発動

等に関する取締役会の判断の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独

立委員会を設置しております。 

 かかる独立委員会の勧告を最大限尊重して当社取締役会が判断を行うことにより、当社取締役会による恣意

的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されております。 

 

(5）デッドハンド型買収防衛策ではないこと等 

 上記３．３）に記載のとおり、本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会で

選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従い

まして、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとなっており、毎年の当社定時株主総会で取締

役会の構成員の交代を一度に行うことができるため、本対応方針は、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要

する買収防衛策でもありません。 

 

 以上のとおり、上記３．の取組は上記１．の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうもの

ではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 
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４【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 

 

(1）業績の変動リスク 

 当社グループは、モーション機器事業、パワーエレクトロニクス機器事業及びサポート＆エンジニアリング事業

にわたって、製品の開発、生産、販売、サービスに至る幅広い事業活動を展開しております（各事業における主要

製品につきましては、「第５経理の状況 （セグメント情報等）」参照）。従って、当社グループの業績は、多岐

にわたる変動要因の影響を受ける可能性があります。その要因の主たるものは以下のとおりです。 

① 公共・社会インフラ及び防衛関連の需要の影響 

 公共予算減少により、価格競争が年々激しくなっております。当社グループは、事業構造として公共・社会イ

ンフラ及び防衛関連の構成比率が高い水準であるため、今後も官公庁需要の更なる減少や価格競争がより激化す

る場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

② 経済状況の影響 

 当社グループが製造、販売する製品は、国内外の幅広い分野に採用されていることから、国内及び海外諸地域

経済状況の影響を受けております。従って、国内、アジア、北米及びその他の地域の景気後退と需要減少が起こ

った場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③ 顧客のニーズの影響 

 当社グループは、半導体産業、自動車産業、精密機械産業、電子部品産業等の技術革新が早く、かつ需要動向

に対応して生産計画の変更を行う顧客と取引を行っております。従って、当社が顧客の要求する新たな技術・製

品を提供できなかったり、顧客の生産計画が大幅に変動した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

④ 競合による影響 

 当社グループが製造、販売する製品の大半が他社と競合しております。当社グループを取り巻く事業環境は一

層厳しくなっており、他社との価格競争や顧客からの価格引下げ要求も厳しくなってきており、当社グループ製

品の販売価格の下落や販売量の減少が生じた場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 原材料価格の上昇 

 当社製品の原材料費、購入部品費、製品の輸送に関する運送費は変動いたします。当社グループは、設計の標

準化や生産性の向上によりコストダウンに努め、また販売価格の見直しにも努めておりますが、原材料価格の上

昇を吸収できなかった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑥ 製品の品質に関わるリスク 

 当社グループは、適正な品質保証基準に沿って各種製品の製造を行っておりますが、万一、リコールや製造物

責任に関わる製品の不具合等が発生した場合には、多額のコストの発生、顧客の信頼喪失により、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。 

⑦ 海外生産に関わるリスク 

 当社グループは、今後も激化が予想される他社との競争に勝つため、海外での生産の拡充を進めております。

従って、当社の生産拠点がある国や地域で、政治的混乱や経済変動、法規制等の変化により海外での生産に支障

をきたした場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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(2）事業の再編等に関わるリスク 

 当社グループは、事業拡大のため、企業買収、資本参加等を実施することがありますが、対象会社と当社グルー

プ事業との統合効果や効率的な経営が進まない場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

(3）保有資産に関するリスク 

 当社グループが保有する土地、有価証券等の資産につき時価の変動があった場合、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

 

(4）金利の変動のリスク 

 当社グループは、キャッシュ・フローの創出により有利子負債の削減を推進しておりますが、今後大幅な金利上

昇が発生した場合、支払利息の負担の増加により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

(5）退職給付債務の変動リスク 

 退職給付債務につきましては、数理計算に使用される前提条件に基づいて算定しております。これらの前提条件

には、割引率等の重要な見積が含まれております。実際の結果が前提条件と異なる場合や前提条件が変更された場

合、その影響は将来にわたって認識されるため、将来認識される費用及び計上される債務に影響を与える可能性が

あります。 

 

(6）知的財産に関するリスク 

 当社グループでは、知的財産権の重要性を認識し、その保護や他社の有する知的財産に注意を払っております。

しかし、当社グループの保護が十分でなかったり、違法に侵害された場合、及び、他方他社の有する知的財産権を

侵害したと認定され、高額な損害賠償等の責任の負担が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

 

(7）災害等のリスク 

 当社グループの国内生産拠点は、東海地震等の将来発生が予測される東海地区に集中しております。従って、地

震、火災とともに風水害に備えて建屋の点検や補強等により損害を最小限にするための整備を行っております。し

かし、予想を超える大規模な災害が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

 なお、上記以外に現時点では合理的に予測できない事象の発生により、経営成績及び財政状態が影響を受ける可能

性があります。 
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５【経営上の重要な契約等】

技術提携契約 

（提出会社） 

 当社が締結している重要な技術導入契約及び技術供与契約は次のとおりであります。 

 

（イ）技術導入契約 

 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

Honeywell International 
Inc. 

米国 航空機用電圧調整機、発電機等 
特許実施権の許与及
び技術情報の提供 

自昭和30年10月 
至平成32年５月 

Hamilton Sundstrand 
Corporation, UTC Aerospace 
Systems 

米国 

航空機用プログラマブルアーマメ
ント・コントロール・システム 

技術情報の提供 
自昭和61年５月 
至平成34年９月 

航空機用アビオニクスクーリング
モニターユニット 

技術情報の提供 
自昭和61年５月 
至平成31年９月 

Safran Power UK Ltd 英国 航空機用発電機システム 技術情報の提供 
自昭和61年１月 
至平成28年１月 

GOODRICH CORPORATION, UTC 
Aerospace Systems 

米国 

航空機用カーゴレスキューウイン
チ 

技術情報の提供 
自昭和44年９月 
至平成32年４月 

航空機用レスキューホイストシス
テム 

技術情報の提供 
自平成元年３月 
至平成31年12月 

Breeze Eastern Corporation 米国 
航空機用メッセンジャー・ホイス
ト 

技術情報の提供 
自平成元年２月 
至平成33年６月 

GE Aviation Systems LLC 米国 
航空機用データ・トランスファ・
イクイップメント 

技術情報の提供 
自平成９年３月 
至平成32年４月 

（注） 上記契約に基づく対価は各相手会社により相違いたしますが、売上高の５％～10％であります。 

 

（ロ）技術供与契約 

 該当事項はありません。 
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６【研究開発活動】

 当社グループの研究開発活動は、主として当社が基盤技術、要素技術の研究をはじめとして各分野にわたる新製品

の開発及び現有商品の改良を行っております。 

 当年度は、中期経営計画「BRIDGE 100」の２年目に当たる年度として、本計画のビジョンである“Motion ＆ 

Energy Control技術でグローバルに成長”を更に進めるべく、既存のモータ、モータドライブ及びシステム制御のコ

ア技術に関する研究開発に加え、計測・制御技術との融合による新技術の開発に努めてまいりました。 

 また、新分野への挑戦として、再生医療分野への取組を始めました。具体的にはiPS細胞の培養において目的以外

の細胞に変化した部分を自動的に識別し、除去する装置を開発いたしました。再生医療の普及には、高品質の細胞を

低コストで供給する必要があり、このような技術に対するニーズは、今後高まると予想しております。 

 今後、新たな成長領域として、医療・福祉や農業・水産分野での研究開発に努めてまいります。なお、当連結会計

年度における研究開発費の総額は、20億32百万円であります。 

 当連結会計年度の主な開発成果は、下記のとおりであります。 

 

(1）モーション機器事業としては、航空分野では引き続き航空機の電動化及び小型軽量化に向けたモータ、コントロ

ーラ及び電源システムの効率化、大容量化の試作開発を行っております。 

 モーションコントロール分野では、スマートフォンやタブレット端末などの製造工程で使われる装置向けに小型

ダイレクトドライブモータを開発しております。今後、中国や韓国における携帯端末の生産性向上ニーズを背景

に、需要が増加すると期待しております。また、球面が動くことで自由な動作が可能な球面アクチュエータを開発

しております。独自の磁気回路を採用することで、トルクを大幅に引き上げることにより複数軸の一体での動作が

可能になりました。溶接や塗装ロボットの性能向上に寄与できると期待しております。 

 安全と環境において技術革新の著しい自動車関連分野では、ドアの自動開閉装置向けに、クラッチの作動切替時

のみ電力を消費する新しいタイプの電磁クラッチを開発しております。車両の電子化拡大により機構部品の省電力

化ニーズがあると期待しております。 

 大型搬送システム分野では、空港における支援機材の低公害化に向けた電動化の開発を続けております。空港周

辺における環境問題については、航空機の騒音対策が進められておりますが、空港の日常的な運用環境に関する取

組は遅れており、特に対応が不十分である省エネルギー、リサイクルの面でのニーズは今後増えてくると期待して

おります。 

 モーション機器事業の研究開発費の金額は、９億31百万円であります。 

 

- 21 -



 

(2）パワーエレクトロニクス機器事業としては、インフラシステム分野では建築物に省エネルギー基準への適合を義

務づける建築物省エネ法の施行が2017年度より予定されていることを背景に、ビルエネルギー管理システムを開発

しております。ビル管理システムに広く採用されている通信規格に対応し、当社開発の小規模スマートグリッドシ

ステム“ナチュエネ”と連携した省エネ制御が可能なシステムとなっております。業務用ビルについては、床面積

の増加に加え、建物使用時間が増加傾向にあるため、今後の需要拡大に期待しております。 

 自動車試験装置分野では、燃料電池車の基本性能や耐久性などを評価するための探索を始めております。今後、

モータなどの動力部に加え、電源となる燃料電池の動作などを評価する技術が必要になると予測しております。 

 振動機分野では、振動機器の運転状態を遠隔監視できる装置を開発しております。今後、同装置を用いて異常診

断を行うことができる様にし、機器のメンテナンス時期や更新時期を表示させることで操業停止の予防に繋がると

期待しております。また、電子部品向け精密パーツフィーダ用の画像処理システムを開発しております。電子部品

の生産工程では、設備の高速化とともに、部品の微細化と形状の複雑化により、従来のセンサーによる選別では対

応できなくなりつつあります。当社が開発した画像処理システムは独自の高速画像処理技術により、超微細部品に

も対応が可能であり、当社事業競争力の向上に寄与すると期待しております。 

 クリーン搬送機器分野では、半導体及びLED/パワーデバイス用EFEM（Equipment Front End Module）を開発して

おります。半導体製造プロセスでは更なる微細化が進んでおり、ウエーハを格納するFOUPに窒素ガスを充満させ

て、低湿度、低酸素環境を保つ方法が採用されてきておりますが、本製品を用いることでFOUP外でもウエーハの環

境を保てるようになります。今後、高洗浄環境でのハンドリングによる製造プロセスの歩留まり向上に貢献できる

ものと期待しております。 

 パワーエレクトロニクス機器事業の研究開発費の金額は、10億58百万円であります。 

 

(3）サポート＆エンジニアリング事業としては、駅周辺にある駐輪場向けシステム機器の汎用定期券更新機の開発を

行いました。 

 新しく取り入れた技術として、筐体500mm幅、硬貨釣銭用ホッパーの採用、屋外対応（雨対策、太陽光対策）に

加え、他社との差別化のため、設置場所によって前面操作用から背面操作用への切替を行えるようにしたほか、他

のシステム機器（管理PC、自動ゲートなど）との連動も可能にしました。この開発により全国の駐輪場向けの需要

が喚起できると期待しております。 

 また、主力製品であるBMIE券売機については、クレジットカードの使用を可能にしたことや、接客画面を４ヶ国

語対応（日本語、英語、韓国語、中国語）にするなどの機能開発を行いました。2020年の東京オリンピックの開催

に向けて外国語対応券売機の需要が増加することが期待されます。 

 サポート＆エンジニアリング事業の研究開発費の金額は、42百万円であります。 
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお

ります。連結財務諸表を作成するに当たり、必要な見積りを行っており、それらは資産、負債、収益及び費用の計

上金額に影響を与えております。これらの見積りは、その性質上判断及び入手し得る情報に基づいて行うので、実

際の結果がそれらの見積りと相違する場合があります。 

 当社は、連結財務諸表を作成するに当たり、繰延税金資産の回収可能性及び退職給付債務等の計算の基礎に関す

る事項について、特に重要な見積りを行っております。 

 

(2）当連結会計年度の経営成績の分析 

 売上高は前連結会計年度に比べて14億81百万円（2.0％）増加し、757億96百万円となりました。これは、モーシ

ョンコントロール機器事業及びパワーエレクトロニクス機器事業の増収等によるものであります。 

 経常利益は前連結会計年度に比べて４億61百万円（22.0％）増加し、25億54百万円となりました。これは、売上

総利益が前連結会計年度に比べて３億33百万円増加したこと等によるものであります。 

 当期純利益は前連結会計年度に比べて４億38百万円（31.7％）増加し、18億20百万円となりました。この結果、

１株当たり当期純利益は前連結会計年度に比べて2.94円増加し、12.24円となりました。 

 

(3）当連結会計年度の財政状態の分析 

 当連結会計年度末の総資産の額は913億94百万円となり、前連結会計年度末より23億69百万円増加いたしまし

た。これは、主として投資有価証券が17億70百万円、受取手形及び売掛金が10億13百万円それぞれ増加したこと、

繰延税金資産が９億31百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債総額は、613億91百万円となり、前連結会計年度末より20億48百万円減少いたしました。これは、主として

借入金が16億35百万円、退職給付に係る負債が８億38百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、300億３百万円となり、前連結会計年度末より44億17百万円増加いたしました。これ

は、退職給付に係る調整累計額が18億43百万円、その他有価証券評価差額金が12億18百万円、当期純利益の計上等

により利益剰余金が８億79百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。この結果、１株当たり純資産額

は前連結会計年度末に比べて29.73円増加し、201.77円となりました。また、自己資本比率は前連結会計年度末に

比べて4.1％増加し、32.8％となりました。 

 

(4）当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払14億70百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利

益28億１百万円の計上、減価償却費20億84百万円の計上、退職給付に係る負債の増加12億34百万円等により47億29

百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出22億14百万円等によ

り△27億11百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金の純減少（調

達から返済を差し引いた金額）16億36百万円、配当金の支払４億43百万円等により△22億57百万円となりました。

この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて１億56百万円減少し、79億87百万

円となりました。 
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度の設備投資については、機械加工合理化のための工作設備更新、生産性向上のための作業環境整備

等、全体で25億72百万円の設備投資を実施しております。 

 モーション機器事業では、機械加工の合理化を目的とした工作設備の更新、生産性向上のための作業環境整備等を

実施しました。 

 設備投資金額は、10億43百万円であります。 

 パワーエレクトロニクス機器事業では、機械加工の合理化を目的とした工作設備の更新、生産性向上のための作業

環境整備等を実施しました。 

 設備投資金額は、11億８百万円であります。 

 サポート＆エンジニアリング事業では、販売設備の更新等を実施しました。 

 設備投資金額は、４億20百万円であります。 

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社 

 

事業所名 
（所在地） 

セグメントの 
名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置及
び運搬具 

工具、器具
及び備品 

土地 
(面積千㎡) 

リース 
資産 合計 

伊勢製作所 
(三重県伊勢市) 
(三重県鳥羽市) 

モーション機器 
生産 
設備等 

4,745 
<272> 

612 
<－> 

374 
<－> 

6,770 
(255.9) 

199 
 

12,702 
<272> 

936 

豊橋製作所 
(愛知県豊橋市) 

パワーエレクトロニ
クス機器 

生産 
設備等 

5,034 
<－> 

729 
<3> 

362 
<－> 

6,738 
(274.0) 

－ 
 

12,865 
<3> 

684 

本社 
(東京都港区) 
他９支社・支店・ 
営業所 

モーション機器 
パワーエレクトロニ
クス機器 

販売 
設備等 

49 
 

－ 
 

155 
 

0 
(0.0) 

－ 
 

205 
 

356 

（注）１ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 上記中、＜内書＞は、連結会社以外への賃貸設備であります。 

４ 現在休止中の主要な設備はありません。 

 

(2）国内子会社 

 

会社名 
事業所名 

（所在地） 
セグメントの 

名称 
設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置及
び運搬具 

工具、器具
及び備品 

土地 
(面積千㎡) 

リース 
資産 

合計 

シンフォ 
ニアエン 
ジニアリ 
ング㈱ 

本社 
(三重県 
伊勢市) 
他各支店等 

サポート＆エンジニ
アリング 

販売 
設備等 

132 
 

72 
 

37 
 

387 
(10.6) 

－ 
 

629 
 

357 

㈱大崎電 
業社 

本社 
(東京都 
大田区) 
他各工場等 

モーション機器 
生産 
設備等 

164 
 

50 
 

0 
 

368 
(0.8) 

－ 
 

584 
 

57 

（注）１ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 現在休止中の主要な設備はありません。 
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(3）在外子会社 

 

会社名 
事業所名 

（所在地） 
セグメントの 

名称 
設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置及
び運搬具 

工具、器具
及び備品 

土地 
(面積千㎡) 

リース 
資産 

合計 

SINFONIA 
TECHNOLOGY 
(THAILAND) 
CO,.LTD. 

本社 
(タイ王国 
サムットプ 
ラカーン) 
他営業所 

モーション機器 
パワーエレクトロニ
クス機器 

生産 
設備等 

616 
 

52 
 

73 
 

469 
(31.8) 

69 
 

1,281 
 

193 

（注）１ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 現在休止中の主要な設備はありません。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等 

 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

セグメントの名称 設備の内容 
投資予定額 
(百万円） 

資金調達方法 着手年月 
完了予定 
年月 

提出 
会社 

全社 
モーション機器 

パワーエレクトロニ
クス機器 

IT基幹システム 
構築 

1,668 自己資金 
平成26年 
10月 

平成28年 
9月 

 

(2）重要な設備の除却等 

 重要な設備の除却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 580,000,000 

計 580,000,000 

 

②【発行済株式】

 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成27年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成27年６月26日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 148,945,611 148,945,611 
東京証券取引所 
（市場第一部） 

単元株式数は1,000株であり
ます。 

計 148,945,611 148,945,611 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
 

(百万円) 

資本金残高 
 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成20年４月１日～ 

平成21年３月31日 

(注) 

2,559,699 148,945,611 414 10,156 412 452 

（注） 新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株予約権及び旧商法に基づき発行された転換社債型新株予約

権付社債の株式転換）による増加であります。 
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（６）【所有者別状況】

平成27年３月31日現在 
 

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

単元未満 
株式の状況 

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

(人) 
－ 44 69 197 78 16 16,091 16,495 － 

所有株式数 

(単元) 
－ 43,765 4,433 30,296 9,918 59 60,126 148,597 348,611 

所有株式数 

の割合(％) 
－ 29.45 2.98 20.39 6.68 0.04 40.46 100.00 － 

（注）１ 自己株式244,789株は「個人その他」に244単元及び「単元未満株式の状況」に789株含まれております。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。 

 

（７）【大株主の状況】

    平成27年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀行㈱
退職給付信託口(㈱神戸製鋼所) 

東京都港区浜松町２－11－３ 14,898 10.00 

日本トラスティ・サービス信託銀
行㈱（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－11 6,345 4.26 

ダイキン工業㈱ 大阪府大阪市北区中崎西２－４－12 5,085 3.41 

シンフォニアテクノロジーグルー
プ従業員持株会 

東京都港区芝大門１－１－30 3,889 2.61 

大日本印刷㈱ 東京都新宿区市谷加賀町１－１－１ 3,664 2.46 

シンフォニアテクノロジー取引先
持株会 

東京都港区芝大門１－１－30 3,380 2.27 

日本マスタートラスト信託銀行㈱
（信託口） 

東京都港区浜松町２－11－３ 2,851 1.91 

ナブテスコ㈱ 東京都千代田区平河町２－７－９ 2,309 1.55 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 
（常任代理人 日本マスタートラ
スト信託銀行㈱） 

東京都渋谷区恵比寿１－28－１ 
（東京都港区浜松町２－11－３） 

2,256 1.51 

前尾 和男 和歌山県紀の川市 2,179 1.46 

計 － 46,856 31.46 

（注） 日本マスタートラスト信託銀行㈱退職給付信託口（㈱神戸製鋼所）の持株数14,898千株は㈱神戸製鋼所から同

信託銀行へ信託設定された信託財産であります。信託約款上、当該株式の議決権の行使についての指図権限は

㈱神戸製鋼所が保有しております。 
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在 
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 244,000 

－ － 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

148,353,000 
148,353 － 

単元未満株式 普通株式 348,611 － － 

発行済株式総数 148,945,611 － － 

総株主の議決権 － 148,353 － 

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が16,000株（議決権16個）

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式789株が含まれております。 

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％) 

(自己保有株式) 
シンフォニアテクノロジー
株式会社 

東京都港区芝大門 
１－１－30 

244,000 － 244,000 0.16 

計 － 244,000 － 244,000 0.16 

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。 
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２【自己株式の取得等の状況】

   【株式の種類等】   会社法第155条第７号による普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

当事業年度における取得自己株式 14,115 2,458,203 

当期間における取得自己株式 430 93,360 

（注） 当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

により取得した株式数は含まれておりません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額 

(円) 
株式数(株) 

処分価額の総額 
(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

－ － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

－ － － － 

その他(単元未満株式の買増請求に
より売渡した取得自己株式) 

880 223,038 － － 

保有自己株式数 244,789 － 245,219 － 

（注） 当期間の保有自己株式数には、平成27年６月１日からこの有価証券報告書提出日までに取得または処理した自

己株式数は、含まれておりません。 
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３【配当政策】

 当社は、配当については継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、株主の皆様の利益と、企業体質の

強化及び今後の事業展開のための内部留保の充実、先行きの収益状況を勘案して利益配分を決定することとしており

ます。 

 当社の剰余金の配当については、中間配当及び期末配当の年２回行うことができる旨を定款に定めております。配

当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。 

 当期の剰余金の配当については、中間配当は実施しておりませんが、期末配当金は１株当たり３円といたしまし

た。なお、現在のところ、年間の業績及び翌期の見通し等を勘案して利益配分を検討しており、中間配当の実施は予

定しておりません。 

 内部留保金については、財務体質の強化を図りながら研究開発投資、生産性向上のための設備投資、M&A資金等に

充当してまいります。 

 

（注） 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

決議年月日 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額 
(円) 

平成27年６月26日 
定時株主総会決議 

446 3 

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期 

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 

最高(円) 319 283 196 209 290 

最低(円) 143 153 131 146 145 

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 
平成26年 
10月 

11月 12月 
平成27年 
１月 

２月 ３月 

最高(円) 162 182 184 200 219 290 

最低(円) 145 158 166 175 183 199 

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 
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５【役員の状況】

男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

会長 

開発本部及

び新事業企

画部の管掌 

武 藤 昌 三 昭和22年７月19日生 

昭和45年４月 当社入社 

(注）3 154 

平成15年６月 当社取締役 

平成17年６月 当社常務取締役 

平成19年６月 当社専務取締役 

平成21年６月 当社取締役社長 

平成25年６月 

 

平成27年６月 

当社開発本部及び新事業企画部の管掌

（現） 

当社取締役会長（現） 

代表取締役 

社長 
  古 谷 浩 三 昭和27年１月７日生 

昭和49年４月 

平成19年６月 

平成23年６月 

平成24年６月 

平成25年６月 

平成27年６月 

当社入社 

当社取締役 

当社常務取締役 

当社取締役常務執行役員 

当社取締役専務執行役員 

当社取締役社長（現） 

(注）3 71 

取締役 

総務人事部

長、調達本

部の管掌、

全社コンプ

ライアン

ス、ＷＡＹ

推進プロジ

ェクト、監

査部及び法

務部の担当 

斉 藤 文 則 昭和29年２月11日生 

昭和52年４月 当社入社 

(注）3 67 

平成20年６月 当社取締役 

平成23年６月 当社常務取締役 

平成24年６月 当社取締役常務執行役員（現） 

平成27年６月 当社総務人事部長、調達本部の管掌、

全社コンプライアンス、ＷＡＹ推進プ

ロジェクト、監査部及び法務部の担当

（現） 

取締役 

経営企画部

長、業務改

革推進部の

管掌、全社

リスク管理

及び資金部

の担当 

小 原 孝 秀 昭和29年１月23日生 

昭和51年４月 ㈱神戸製鋼所入社 

(注）3 68 

平成16年６月 当社社外監査役（非常勤） 

平成21年６月 ㈱神戸製鋼所退社 

平成21年６月 当社取締役経営企画部長（現） 

平成23年６月 当社全社リスク管理及び資金部の担当

（現） 

平成24年６月 当社取締役常務執行役員（現） 

平成26年10月 当社業務改革推進部の管掌（現） 

取締役 

グローバル

事業統括本

部長、営業

業務統括部

及び支社・

支店・営業

所の担当 

常 光 茂 久 昭和30年６月26日生 

昭和54年４月 ㈱第一勧業銀行入行 

(注）3 57 

平成18年３月 東京リース㈱入社 

平成20年７月 当社入社 

平成22年６月 当社取締役 

平成24年６月 当社執行役員 

平成24年６月 当社営業業務統括部及び支社・支店・

営業所の担当（現） 

平成25年６月 当社取締役常務執行役員、グローバル

事業統括本部長（現） 

取締役 

電子精機本

部長、同本

部プリンタ

システム事

業の担当 

高 橋 芳 明 昭和32年２月19日生 

昭和57年４月 当社入社 

(注）3 31 

平成23年６月 当社取締役 

平成24年６月 当社執行役員 

平成25年６月 当社電子精機本部副本部長 

平成25年６月 当社電子精機本部プリンタシステム事

業の担当（現） 

平成26年６月 当社常務執行役員（現） 

平成26年６月 当社電子精機本部営業部門の統括 

平成27年６月 当社取締役電子精機本部長（現） 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 

（千株） 

取締役 

電機システ

ム本部長、

同本部クリ

ーン搬送機

器事業及び

ＩＴテクニ

カルセンタ

ーの担当 

川 久   伸 昭和30年10月25日生 

昭和53年４月 ㈱神戸製鋼所入社 

(注）3 23 

平成13年１月 同社都市環境・エンジニアリングカン

パニー 製鉄・産機プラント営業部主

任部員 

平成13年４月 当社電子精機本部車両制御機器営業部

主任部員 

平成19年10月 当社電機システム本部半導体・液晶機

器営業部長 

平成23年４月 当社入社 

平成24年６月 当社執行役員、電機システム本部副本

部長、同本部クリーン搬送機器営業部

長 

平成24年６月 当社電機システム本部クリーン搬送機

器事業の担当（現） 

平成26年６月 当社常務執行役員（現） 

平成26年６月 当社電機システム本部営業部門の統

括、同本部振動機・パーツフィーダ事

業の担当 

平成27年６月 当社取締役電機システム本部長、ＩＴ

テクニカルセンターの担当（現） 

社外取締役 

（非常勤） 
  小 谷 重 遠 昭和20年３月１日生 

昭和46年４月 ㈱神戸製鋼所入社 

(注）3 15 

平成10年６月 同社取締役 

平成11年６月 同社執行役員 

平成12年６月 同社常務執行役員 

平成15年６月 同社専務執行役員 

平成17年６月 同社取締役副社長 

平成20年６月 コベルコ建機㈱取締役社長 

平成23年６月 同社顧問 

平成24年６月 同社退社 

平成26年６月 当社社外取締役（非常勤）（現） 

社外取締役 

（非常勤） 
  井 上 修 平 昭和25年８月３日生 

昭和50年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社 

(注）3 － 

平成２年10月 同社エネルギー・化学プラント第一部

課長 

平成13年12月 日商岩井米国会社（現 双日米国会

社）営業開発室長 

平成15年４月 同社執行役員 

平成15年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス

㈱（現 双日㈱）戦略企画部長 

平成16年４月 双日㈱執行役員、エネルギー・金属資

源部門長補佐 

平成18年４月 同社執行役員、欧州・アフリカ総支配

人、双日欧州会社社長、双日英国会社

社長 

平成19年４月 双日㈱執行役員、中東・アフリカ総支

配人 

平成23年４月 同社顧問（現） 

平成25年４月 北海道大学新渡戸カレッジ・フェロー

（現） 

平成26年４月 同大学工学部・工学研究院非常勤講師

（現） 

平成27年６月 当社社外取締役（非常勤）（現） 

監査役 

（常勤） 
  百 家 俊 次 昭和24年８月23日生 

昭和49年４月 当社入社 

(注）4 36 

平成16年７月 当社資金部長 

平成23年６月 シンフォニアエンジニアリング㈱常務

取締役 

平成24年６月 当社監査役（常勤）（現） 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（千株） 

社外監査役 

（常勤） 
  廣 田 邦 彦 昭和22年12月17日生 

昭和45年４月 神鋼商事㈱入社 

(注）4 34 

平成13年６月 同社取締役 

平成15年６月 同社取締役、執行役員 

平成16年６月 同社取締役、常務執行役員 

平成20年６月 同社顧問 

平成21年６月 当社社外監査役（非常勤） 

平成24年６月 当社社外監査役（常勤）（現） 

社外監査役 

（非常勤） 
  野 本 俊 輔 昭和21年10月29日生 

昭和49年４月 弁護士登録（現） 

(注）4 － 

平成10年４月 東京家庭裁判所家事調停委員（現） 

平成11年７月 法務省人権擁護委員（千代田区）

（現） 

平成21年６月 当社社外監査役（非常勤）（現） 

平成25年６月 公益社団法人九段理事長（現） 

社外監査役 

（非常勤） 
  小 林 義 行 昭和19年５月28日生 

昭和42年３月 山田工業㈱（現サンワテクノス㈱）入

社 

(注）4 9 

平成４年６月 同社取締役 

平成９年３月 同社常務取締役 

平成11年６月 同社専務取締役 

平成14年６月 同社取締役社長 

平成20年６月 同社相談役 

平成21年６月 同社退社 

平成24年６月 当社社外監査役（非常勤）（現） 

計 565 

（注）１ 取締役 小谷重遠及び井上修平は、社外取締役であります。 

２ 監査役 廣田邦彦、野本俊輔及び小林義行は、社外監査役であります。 

３ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。 

４ 任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。 
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（執行役員の状況） 

 当社では、平成24年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナン

ス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入し

ております。 

 平成27年６月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。 

 

  役名 氏名 職名 

※ 常務執行役員 斉 藤 文 則 総務人事部長、調達本部の管掌、全社コンプライアンス、ＷＡＹ推進プロジェ
クト、監査部及び法務部の担当 

※ 常務執行役員 小 原 孝 秀 経営企画部長、業務改革推進部の管掌、全社リスク管理及び資金部の担当 

※ 常務執行役員 常 光 茂 久 グローバル事業統括本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 

※ 常務執行役員 高 橋 芳 明 電子精機本部長兼同本部プリンタシステム事業の担当 

※ 常務執行役員 川 久   伸 
電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びＩＴテクニカルセンタ
ーの担当 

  常務執行役員 仲   眞 司 電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 

  執行役員 平 野 新 一 電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長 

  執行役員 鈴 木 康 友 電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当 

  執行役員 三 木 利 夫 電子精機本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部伊勢製作所長 

  執行役員 河 村 博 年 開発本部長、新事業企画部の担当 

  執行役員 森   信 夫 
電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置
事業の担当 

  執行役員 堀     悟 調達本部長兼同本部豊橋調達部長 

  執行役員 御 村 恭 至 電機システム本部豊橋製作所副製作所長、業務改革推進部長 

  執行役員 瀬 田   学 電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同本部電子精密機器工場長、業務改革推
進部副部長 

  執行役員 永 井 博 幸 電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長 

（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制 

 当社は、利益を伴った成長と財務体質の強化を推し進め、電機メーカーの枠を超えた電子精密企業体への転換を

図っております。 

 経営目標を達成する過程においては、当社を取り巻くステークホルダーとの、より良好な関係にも配慮しつつ、

各ステークホルダーへの目標を掲げて、皆様のご理解とご支援をいただくことによる企業価値の向上と経営チェッ

ク機能の充実を図ることを目指しております。 

 

イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 

 当社は監査役設置会社の形態を採用しております。また、執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機

能と業務執行機能を分離することにより、業務執行機能や意思決定機能を強化するとともに、独立性の高い社

外取締役２名を選任して取締役会における監督機能の強化を図っております。 

 経営管理組織としては、重要な業務執行その他法定事項についての決定及び業務執行の監督を行う「取締役

会」、取締役の職務遂行の監査等を行う「監査役会」を設置し、また、迅速に経営意思の決定を行うため、取

締役社長の諮問機関として業務執行上の重要課題を審議決定する「経営会議」を設置しております。 

ロ 社外取締役及び社外監査役 

 外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役２名（非常勤２名）、社外監査

役３名（非常勤２名、常勤１名）を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって

は、当社と利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、当社にとって

コーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。 

 社外取締役小谷重遠は当社の取引先であるコベルコ建機㈱の出身であり、また、社外取締役井上修平は当社

の取引先である双日㈱の出身ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはな

いと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。 

 社外監査役廣田邦彦は当社の取引先である神鋼商事㈱の出身であり、また、社外監査役小林義行は当社の取

引先であるサンワテクノス㈱の出身ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそ

れはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。また、社外監査役野本俊輔は弁護

士であり、かつ公益社団法人九段の理事長を兼務しておりますが、当社と取引等の関係はありません。これら

のことから、当社と社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役２名及び社外監

査役３名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 

 社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けておりま

す。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意

見交換を通じて、その内容を把握しております。 

 なお、当社と社外取締役２名及び社外監査役３名は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締

結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。 

ハ 取締役の任期 

 当社は、取締役の任期短縮の有効性を勘案し、平成12年６月より委員会設置会社と同じく取締役の任期を１

年として、機動性とスピードある経営体制の構築を図っております。 

ニ コンプライアンスの充実 

 企業理念及びその行動指針であるSINFONIA-WAYを定め、かつ「企業倫理規範」「企業行動基準」を制定し、

法令・定款の遵守と高い倫理観の醸成を命題として、コンプライアンス体制の整備に取り組み、社内の意識強

化と問題の未然防止に努めております。 

 当社は、「コンプライアンス委員会規程」に従って全社コンプライアンスの担当役員を任命し、また、関係

会社の代表や外部有識者も加えたコンプライアンス委員会と、各部門でのコンプライアンス活動を推進する組

織を設置しております。加えて弁護士など、外部の専門家からも適宜アドバイスを受けております。コンプラ

イアンス活動については、グループ会社を含めて推進しております。海外現地法人の活動についても国内の取

組に準じ、現地の法令や文化習慣等も尊重しながら推進しております。 

 法令・定款違反に関する報告体制としては、スピークアップ制度（内部通報制度）を設置しており、「スピ

ークアップ制度運用規定」において内部通報者に不利益な取扱いをしてはならないことを定めております。ま

た、不祥事が発生した場合は、トップマネージメント、取締役会、監査役会に報告が行われる体制としており

ます。 
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ホ 業務執行・監視の仕組み 

 経営戦略及び経営課題を明確にするために、中期経営計画や年度の経営計画を策定し、その達成度合いを、

業績管理制度を通じてチェックしております。 

 毎月の定例及び臨時の取締役会、経営会議、事業執行会議を開催し、迅速かつ多面的に経営意思の決定とフ

ォローを行っております。 

 当社は執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、経営環境

の変化に迅速かつ柔軟に対応しつつ業務を執行する体制としております。 

 取締役は、担当する業務について執行役員から執行状況の報告を受けることにより、監督機能を果たせる体

制を整備しております。 

 決裁制度、予算制度、人事管理制度などを整備し、適切な権限委譲の下、効率的に職務が執行されるような

体制を整備しております。 

ヘ 内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査は、社内の専任組織である監査部（４名）が行っており、監査部は監査役会事務局業務を担当して

おります。 

 監査役のうち廣田邦彦は神鋼商事㈱で資金部長、取締役及び常務執行役員として資金部の担当を歴任し、ま

た百家俊次は、当社の資金部門に従事したうえ資金部長を務め、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。 

 監査役会は、監査役４名（うち３名が社外監査役）で構成し、定期的にまたは必要に応じて臨時に監査役会

を開催しております。監査役は、取締役の職務執行を監査するため、当社の取締役会、経営会議、事業執行会

議等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を行っております。また、グループ企業の取締役から

定期的にヒアリングを行い、グループ全体の状況を把握しております。当社の取締役及び使用人は、監査役の

「監査役監査基準」に基づく要請に応じて当社及びグループ企業に関する資料を閲覧に供し、あるいは報告を

行っております。 

 監査部及び監査役会は、会計監査人とも定期的に意見交換を行っており、これらの相互連携により監査役監

査、会計監査及び内部統制監査の補完を行っております。また、内部統制部門から内部統制システムの整備状

況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。 

ト 会計監査の状況 

 会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に所属する原田大輔、小幡琢哉の２名の公認会計士が監査

業務を執行しております。また、会計監査業務に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士５名及びそ

の他９名であります。 

チ 内部統制システムの整備の状況 

 内部統制の目的を達するため、内部統制システムについての整備・運用の基本方針に基づき、継続的な運用

と評価・改善を図っております。 

 

② リスク管理体制の整備の状況 

 現下の激しい経営環境の変化の中で、ビジネス、法令違反、安全衛生・環境、天災地変、情報通信などに起因

するリスクの評価と対応を適切に行うため、リスク管理に関わる基本的事項を定めた「リスク管理規程」、並び

にリスク管理活動の行動要領を定めた「リスク管理大綱」を策定し、リスク管理担当役員の任命、リスク管理委

員会の設置等により、リスク管理体制を整備しております。 

 当社並びにグループ全体の事業活動に影響を及ぼす危機の発生時には、取締役及び執行役員は、速やかに情報

を収集し、代表取締役へ報告するとともに、対応策を実施いたします。 

 

③ 役員報酬の内容 

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

役員区分 
報酬等の総額 
(百万円) 

報酬等の種類別の総額 
(百万円) 対象となる役員の員数 

(名) 
基本報酬 

取締役 
(社外取締役を除く) 

219百万円 219百万円 7名 

監査役 
(社外監査役を除く) 

20百万円 20百万円 1名 

社外役員 40百万円 40百万円 5名 

（注） 平成26年６月27日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役１名が含まれており

ます。 
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ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 

 連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針 

 役職に対応した基本報酬及び利益連動報酬の取扱を定めた役員報酬体系に基づき決定しております。 

 

④ 利益連動報酬の算定方法 

 当社は、平成27年６月26日開催の取締役会において、翌事業年度（平成28年３月期）における取締役の報酬の

一部である利益連動報酬（法人税法第34条第１項第３号に定める利益連動給与）につき、以下の算定方法に基づ

き支給することを決議しました。 

 

（算定方法） 

 利益連動報酬の支給額は、(A）役位別利益連動報酬基礎額と目標利益達成率、売上高経常利益率、売上高当期

純利益率の３種類の業績評価指標の(B）評価係数の合計により、下記の算式によって算定するものとします。 

 なお、利益連動報酬の算定方法については、監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領しておりま

す。 

 

支給額＝(A）利益連動報酬基礎額＋((A）利益連動報酬基礎額×((B）評価係数の合計÷30％)) 

 

(A）役位別利益連動報酬基礎額 

（単位：百万円） 
 

役 位 (A）利益連動報酬基礎額 
（参考）支給額  （注） 

上限額 下限額 

会長・社長 2.67 5.34 0.00 

副社長 2.34 4.68 0.00 

専務取締役・ 
取締役専務執行役員 

2.17 4.34 0.00 

常務取締役・ 
取締役常務執行役員 

1.81 3.62 0.00 

取締役（常勤） 1.33 2.66 0.00 

（注） 支給額欄の金額は、上記算式で算定した各役位別支給額の上限額と下限額を示します。 

 

(B）評価係数 

業績評価指標 (B）評価係数 

目標利益 120％以上 ＋10％ 

達成率 110％以上～120％未満 ＋5％ 

  90％以上～110％未満 0％ 

  90％未満 △10％ 

売上高 ５％以上 ＋10％ 

経常利益率 ３％以上～５％未満 ＋5％ 

  ０％以上～３％未満 0％ 

  ０％未満 △10％ 

売上高 ５％以上 ＋10％ 

当期純利益率 ３％以上～５％未満 ＋5％ 

  ０％以上～３％未満 0％ 

  ０％未満 △10％ 

(Ｂ）評価係数合計 最高＋30％、最低△30％ 

（注）１ 業績評価指標に用いる利益はいずれも当社の当該事業年度の利益（個別）とします。 

２ 目標利益は平成27年５月12日公表済みの「平成27年３月期決算短信」に記載の平成28年３月期の個別

業績予想（通期）の経常利益とします。 
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⑤ 取締役の定数 

 当社は「取締役は、10名以内とする。」旨を定款に定めております。 

 

⑥ 取締役の選任に関する決議要件 

 当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨及び「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとす

る。」旨を定款で定めております。 

 

⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項 

イ 自己の株式の取得 

 当社は、「会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取

得することができる。」旨を定款で定めております。これは、経済情勢の変化に機動的に対応し、効率的な経

営を遂行することを目的とするものであります。 

ロ 中間配当 

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定

款で定めております。これは、株主への適時適正な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。 

ハ 取締役の責任免除 

 当社は、「会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。」旨を定款

で定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮することができ、また取締役として有

為な人材を招聘しやすい環境を整備することを目的とするものであります。 

ニ 監査役の責任免除 

 当社は、「会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。」旨を定款

で定めております。これは、監査役がその期待される役割を十分に発揮することができ、また監査役として有

為な人材を招聘しやすい環境を整備することを目的とするものであります。 

 

⑧ 株主総会の特別決議要件 

 当社は、「会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。」旨を定款で定めております。これは、特

別決議事項の審議をより確実に行うことを目的とするものであります。 

 

⑨ 株式の保有状況 

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

銘柄数 62 銘柄 

貸借対照表計上額の合計額 7,487 百万円 
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ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的 

（前事業年度） 

特定投資株式 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

岩谷産業㈱ 1,075,000 724 取引関係等の維持・強化のため 

ナブテスコ㈱ 300,000 712 取引関係等の維持・強化のため 

ＳＭＣ㈱ 23,700 645 取引関係等の維持・強化のため 

ＣＫＤ㈱ 455,800 448 取引関係等の維持・強化のため 

日機装㈱ 386,000 442 取引関係等の維持・強化のため 

神鋼商事㈱ 1,500,000 316 取引関係等の維持・強化のため 

三和ホールディングス㈱ 460,000 307 取引関係等の維持・強化のため 

大日本スクリーン製造㈱ 524,000 249 取引関係等の維持・強化のため 

日本トムソン㈱ 479,000 241 取引関係等の維持・強化のため 

兼松㈱ 1,400,000 224 取引関係等の維持・強化のため 

ＡＮＡホールディングス㈱ 918,000 204 取引関係等の維持・強化のため 

双日㈱ 1,015,000 178 取引関係等の維持・強化のため 

㈱日伝 62,708 153 取引関係等の維持・強化のため 

オリンパス㈱ 42,000 138 取引関係等の維持・強化のため 

日本電気硝子㈱ 227,206 120 取引関係等の維持・強化のため 

清水建設㈱ 210,000 112 取引関係等の維持・強化のため 

㈱村田製作所 10,100 98 取引関係等の維持・強化のため 

㈱安藤・間 227,370 87 取引関係等の維持・強化のため 

加賀電子㈱ 47,000 66 取引関係等の維持・強化のため 

㈱みなと銀行 236,000 42 取引関係等の維持・強化のため 

三菱重工業㈱ 41,250 24 取引関係等の維持・強化のため 

㈱第三銀行 130,000 23 取引関係等の維持・強化のため 

㈱高知銀行 83,000 13 取引関係等の維持・強化のため 

㈱ユニカフェ 19,142 12 取引関係等の維持・強化のため 

新京成電鉄㈱ 31,590 11 取引関係等の維持・強化のため 

㈱みずほフィナンシャルグルー
プ 

56,141 11 取引関係等の維持・強化のため 

 

みなし保有株式 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

ダイキン工業㈱ 288,700 1,669 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

大日本印刷㈱ 1,125,000 1,112 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

㈱島津製作所 90,000 82 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

㈱百五銀行 78,000 33 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

（注）１ 特定投資株式とみなし保有株式を合わせて貸借対照表計上額の上位30銘柄を記載しております。 

２ 大日本スクリーン製造㈱は、平成26年10月１日付で㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングスに商号を変

更しております。 
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（当事業年度） 

特定投資株式 

銘柄 
株式数 
（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

保有目的 

ナブテスコ㈱ 300,000 1,044 取引関係等の維持・強化のため 

ＳＭＣ㈱ 23,700 849 取引関係等の維持・強化のため 

岩谷産業㈱ 1,075,000 847 取引関係等の維持・強化のため 

ＣＫＤ㈱ 455,800 513 取引関係等の維持・強化のため 

㈱ＳＣＲＥＥＮホールディング
ス 

524,000 476 取引関係等の維持・強化のため 

日機装㈱ 386,000 414 取引関係等の維持・強化のため 

三和ホールディングス㈱ 460,000 410 取引関係等の維持・強化のため 

神鋼商事㈱ 1,500,000 388 取引関係等の維持・強化のため 

兼松㈱ 1,998,000 349 取引関係等の維持・強化のため 

ＡＮＡホールディングス㈱ 918,000 295 取引関係等の維持・強化のため 

日本トムソン㈱ 479,000 284 取引関係等の維持・強化のため 

双日㈱ 1,015,000 204 取引関係等の維持・強化のため 

オリンパス㈱ 42,000 187 取引関係等の維持・強化のため 

㈱日伝 64,332 173 取引関係等の維持・強化のため 

清水建設㈱ 210,000 170 取引関係等の維持・強化のため 

㈱村田製作所 10,100 167 取引関係等の維持・強化のため 

㈱安藤・間 227,370 156 取引関係等の維持・強化のため 

日本電気硝子㈱ 234,748 137 取引関係等の維持・強化のため 

加賀電子㈱ 47,000 68 取引関係等の維持・強化のため 

㈱みなと銀行 236,000 65 取引関係等の維持・強化のため 

三菱重工業㈱ 41,250 27 取引関係等の維持・強化のため 

㈱第三銀行 130,000 24 取引関係等の維持・強化のため 

㈱ユニカフェ 21,041 19 取引関係等の維持・強化のため 

㈱高知銀行 83,000 14 取引関係等の維持・強化のため 

新京成電鉄㈱ 31,590 13 取引関係等の維持・強化のため 

㈱三菱東京ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ 

16,300 12 取引関係等の維持・強化のため 

 

みなし保有株式 

銘柄 
株式数 
（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

保有目的 

ダイキン工業㈱ 288,700 2,322 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

大日本印刷㈱ 1,125,000 1,314 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

㈱島津製作所 90,000 120 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

㈱百五銀行 78,000 43 

退職給付信託に拠出した信託財産
であり、信託約款上、当該株式の
議決権行使についての指図権限は
当社が保有しております。 

（注） 特定投資株式とみなし保有株式を合わせて貸借対照表計上額の上位30銘柄を記載しております。 

 

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式 

 該当事項はありません。 
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 
前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円) 

非監査業務に 
基づく報酬(百万円) 

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円) 

非監査業務に 
基づく報酬(百万円) 

提出会社 39 1 39 － 

連結子会社 － － － － 

計 39 1 39 － 

 

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度 

 該当事項はありません。 

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度 

 当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「退

職給付債務の分析及びアドバイザリー業務」を委託しております。 

当連結会計年度 

 該当事項はありません。 

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に

勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。 
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第５【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。 

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。 

 

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）の財務諸表について、有限

責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について 

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための取組として、公益財団法人財務会計基準機構へ加入すること等

により、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備しております。 
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 8,174 8,018 

受取手形及び売掛金 24,590 25,604 

商品及び製品 1,158 1,232 

仕掛品 ※５ 9,477 ※５ 8,977 

原材料及び貯蔵品 5,048 5,297 

繰延税金資産 1,063 999 

その他 1,372 1,604 

貸倒引当金 △43 △43 

流動資産合計 50,842 51,691 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 10,922 10,820 

機械装置及び運搬具（純額） 1,803 1,655 

工具、器具及び備品（純額） 869 1,076 

土地 ※２ 14,725 ※２ 14,783 

リース資産（純額） 391 285 

建設仮勘定 332 746 

有形固定資産合計 ※１ 29,045 ※１ 29,368 

無形固定資産 219 521 

投資その他の資産    

投資有価証券 ※３ 6,127 ※３ 7,897 

長期貸付金 283 287 

繰延税金資産 1,286 418 

その他 ※３ 1,281 ※３ 1,262 

貸倒引当金 △61 △53 

投資その他の資産合計 8,917 9,813 

固定資産合計 38,181 39,702 

資産合計 89,024 91,394 
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    （単位：百万円） 

  前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 16,321 15,572 

短期借入金 17,776 16,673 

未払費用 4,128 4,200 

未払法人税等 1,135 851 

未払消費税等 454 924 

受注損失引当金 ※５ 141 ※５ 173 

その他 2,147 3,351 

流動負債合計 42,105 41,747 

固定負債    

長期借入金 13,702 13,169 

繰延税金負債 132 150 

再評価に係る繰延税金負債 ※２ 1,942 ※２ 1,758 

役員退職慰労引当金 76 64 

環境対策引当金 317 319 

退職給付に係る負債 4,049 3,211 

その他 1,112 968 

固定負債合計 21,334 19,643 

負債合計 63,439 61,391 

純資産の部    

株主資本    

資本金 10,156 10,156 

資本剰余金 452 452 

利益剰余金 11,384 12,263 

自己株式 △59 △61 

株主資本合計 21,934 22,811 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,716 2,935 

繰延ヘッジ損益 △3 △18 

土地再評価差額金 ※２ 3,639 ※２ 3,824 

為替換算調整勘定 227 537 

退職給付に係る調整累計額 △1,930 △86 

その他の包括利益累計額合計 3,650 7,191 

純資産合計 25,585 30,003 

負債純資産合計 89,024 91,394 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

    （単位：百万円） 

 
 前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 74,315 75,796 

売上原価 ※１,※３ 58,315 ※１,※３ 59,463 

売上総利益 15,999 16,332 

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 13,585 ※２,※３ 13,575 

営業利益 2,414 2,757 

営業外収益    

受取利息及び配当金 92 115 

受取保険金 41 37 

為替差益 － 74 

その他 80 64 

営業外収益合計 215 291 

営業外費用    

支払利息 363 309 

その他 172 184 

営業外費用合計 536 494 

経常利益 2,093 2,554 

特別利益    

補助金収入 － 309 

特別利益合計 － 309 

特別損失    

関係会社株式評価損 － 62 

特別損失合計 － 62 

税金等調整前当期純利益 2,093 2,801 

法人税、住民税及び事業税 1,266 1,182 

法人税等調整額 △555 △202 

法人税等合計 711 980 

少数株主損益調整前当期純利益 1,382 1,820 

当期純利益 1,382 1,820 
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【連結包括利益計算書】

    （単位：百万円） 

 
 前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,382 1,820 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 876 1,218 

繰延ヘッジ損益 3 △15 

土地再評価差額金 － 184 

為替換算調整勘定 178 309 

退職給付に係る調整額 － 1,843 

その他の包括利益合計 ※１ 1,058 ※１ 3,540 

包括利益 2,440 5,361 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 2,440 5,361 

少数株主に係る包括利益 － － 
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

          （単位：百万円） 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 10,156 452 10,355 △55 20,908 

会計方針の変更による
累積的影響額         － 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

10,156 452 10,355 △55 20,908 

当期変動額           

剰余金の配当     △446   △446 

当期純利益     1,382   1,382 

自己株式の取得       △3 △3 

自己株式の処分     △0 0 0 

連結範囲の変動     93   93 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）           

当期変動額合計 － － 1,029 △3 1,026 

当期末残高 10,156 452 11,384 △59 21,934 

 

               

  その他の包括利益累計額 

純資産合計 

  
その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

退職給付に 
係る調整 
累計額 

その他の 
包括利益 

累計額合計 

当期首残高 839 △7 3,639 49 － 4,522 25,431 

会計方針の変更による
累積的影響額             － 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

839 △7 3,639 49 － 4,522 25,431 

当期変動額               

剰余金の配当             △446 

当期純利益             1,382 

自己株式の取得             △3 

自己株式の処分             0 

連結範囲の変動             93 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 876 3 － 178 △1,930 △871 △871 

当期変動額合計 876 3 － 178 △1,930 △871 154 

当期末残高 1,716 △3 3,639 227 △1,930 3,650 25,585 
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当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

          （単位：百万円） 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 10,156 452 11,384 △59 21,934 

会計方針の変更による
累積的影響額     △495   △495 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 10,156 452 10,889 △59 21,439 

当期変動額           

剰余金の配当     △446   △446 

当期純利益     1,820   1,820 

自己株式の取得       △2 △2 

自己株式の処分     △0 0 0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）           

当期変動額合計 － － 1,374 △2 1,372 

当期末残高 10,156 452 12,263 △61 22,811 

 

               

  その他の包括利益累計額 

純資産合計 

  
その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

退職給付に 
係る調整 
累計額 

その他の 
包括利益 

累計額合計 

当期首残高 1,716 △3 3,639 227 △1,930 3,650 25,585 

会計方針の変更による
累積的影響額             △495 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

1,716 △3 3,639 227 △1,930 3,650 25,089 

当期変動額               

剰余金の配当             △446 

当期純利益             1,820 

自己株式の取得             △2 

自己株式の処分             0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

1,218 △15 184 309 1,843 3,540 3,540 

当期変動額合計 1,218 △15 184 309 1,843 3,540 4,913 

当期末残高 2,935 △18 3,824 537 △86 7,191 30,003 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
 前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 2,093 2,801 

減価償却費 2,131 2,084 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △46 32 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,583 1,234 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 △12 

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 2 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 △7 

受取利息及び受取配当金 △92 △115 

支払利息 363 309 

関係会社株式評価損 － 62 

売上債権の増減額（△は増加） △1,998 △896 

たな卸資産の増減額（△は増加） △106 268 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,901 △867 

未払消費税等の増減額（△は減少） △92 471 

その他 △345 1,028 

小計 6,414 6,397 

利息及び配当金の受取額 92 116 

利息の支払額 △362 △313 

法人税等の支払額 △693 △1,470 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,451 4,729 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △2,715 △2,214 

投資有価証券の取得による支出 △93 △193 

補助金の受取額 － 144 

その他 △163 △448 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,973 △2,711 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 6,750 5,090 

長期借入金の返済による支出 △6,836 △6,726 

配当金の支払額 △443 △443 

その他 △163 △176 

財務活動によるキャッシュ・フロー △693 △2,257 

現金及び現金同等物に係る換算差額 59 83 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,844 △156 

現金及び現金同等物の期首残高 5,706 8,143 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 592 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,143 ※１ 7,987 
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は、シンフォニア商事㈱、シンフォニアエンジニアリング㈱、㈱アイ・シー・エス、㈱セルテ

クノ、㈱大崎電業社、㈱S&Sエンジニアリング、シンフォニアマイクロテック㈱、昕芙旎雅機電(香港)有限

公司、昕芙旎雅機電(東莞)有限公司及びSINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.の10社であります。 

 非連結子会社は、昕芙旎雅商貿（上海）有限公司等５社であります。 

 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等の合計額はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の

範囲より除外しております。 

（注） 子会社名は、「第１企業の概況 ３事業の内容」に記載しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

 持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。 

 持分法を適用していない非連結子会社（５社）及び天津神鋼電機有限公司等関連会社（４社）は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、昕芙旎雅機電(東莞)有限公司及びSINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.の決算日

は12月31日であり、連結決算日と異なっております。 

 連結財務諸表の作成にあたり、昕芙旎雅機電(東莞)有限公司につきましては、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用しております。また、SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.につきまし

ては、12月31日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② デリバティブ 

時価法 

③ たな卸資産 

ａ 商品及び製品 

主として、個別法及び総平均法による原価法 

ｂ 仕掛品 

個別法による原価法 

ｃ 原材料及び貯蔵品 

 主として、総平均法による原価法 

（連結貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。） 
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は定額法、連結子会社は主として定率法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しておりま

す。 

 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、

当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上し

ております。 

③ 役員退職慰労引当金 

 連結子会社における役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末の要支給

額を計上しております。 

④ 環境対策引当金 

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれ

るPCB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。 

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資

産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法 

 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（11年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して

おります。 

 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による

定額法により費用処理しております。 

 会計基準変更時差異については、15年による定額法により費用処理しております。 
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(5）重要な収益及び費用の計上基準 

工事契約に関する収益及び費用の計上基準 

 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基

準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

ます。 

 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引及

び通貨スワップ取引については振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取

引については特例処理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

為替予約取引 外貨建予定取引 

通貨スワップ取引 外貨建貸付金 

金利スワップ取引 借入金の利息 

③ ヘッジ方針 

 実需に基づいた取引の範囲内において、外貨建取引に係る将来の為替変動リスク及び借入金の金利変

動リスクを回避する目的で行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段について、相場変動額またはキャッシュ・フロー変動額をヘッジ期間全体に

わたり比較し、有効性を評価しております。 

 なお、振当処理及び特例処理を採用しているものについては、その判定をもってヘッジの有効性の判

定に代えております。 

 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日が到来する流動性が高く、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 

 

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 
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（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平

均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を

反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結

会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減して

おります。 

 この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が759百万円増加し、利益剰余金が495百万円減少し

ております。また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、当連結会計年度の１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

 

（表示方法の変更）

連結損益計算書関係 

 前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「受取利息」及び「受取配当金」は、「受取

利息」の金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「受取利息及び配当金」として表示しており

ます。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」３百万

円、「受取配当金」89百万円は、「受取利息及び配当金」92百万円として組み替えております。 

 

 前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「固定資産処分損」は、金額的重要性が乏し

くなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「固定資産処分損」

30百万円、「その他」142百万円は、「その他」172百万円として組み替えております。 

 

 

（連結貸借対照表関係）

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

減価償却累計額 38,614百万円 40,085百万円 

（うち、減損損失累計額） 183百万円 183百万円 
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※２ 事業用土地の再評価 

 当社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を

行い、再評価差額から「再評価に係る繰延税金負債」を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。 

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固

定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法によっております。 

・再評価を行った年月日 

平成14年３月31日 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

再評価を行った土地の連結会計年
度末における時価と再評価後の帳
簿価額との差額 

△3,660百万円 △3,848百万円 

 

※３ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

投資有価証券(株式) 106百万円 109百万円 

投資その他の資産(出資金) 301百万円 301百万円 

 

４ 保証債務 

 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

 
 

前連結会計年度 
（平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成27年３月31日） 

天津神鋼電機有限公司 78百万円 78百万円 

 

※５ 同一の工事契約に係るたな卸資産及び受注損失引当金 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

受注損失引当金に対応する 
仕掛品の額 

64百万円 119百万円 

 

（連結損益計算書関係）

※１ 売上原価 

 売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下に基づく簿価切下額及び受注損失引当金繰入額は、次の

とおりであります。 

 
 前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 
  至 平成26年３月31日） 

 当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 

  至 平成27年３月31日） 

たな卸資産の収益性の低下に基づ
く簿価切下額 

201百万円 44百万円 

受注損失引当金繰入額 
（△は戻入額） 

△46百万円 32百万円 
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※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 
 前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 
  至 平成26年３月31日） 

 当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 

  至 平成27年３月31日） 

給料手当及び賞与 4,647百万円 4,801百万円 

退職給付費用 804百万円 669百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 41百万円 8百万円 

研究開発費 1,482百万円 1,520百万円 

貸倒引当金繰入額（△は戻入額） 21百万円 △8百万円 

 

※３ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
 前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 
  至 平成26年３月31日） 

 当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 

  至 平成27年３月31日） 

研究開発費の総額 1,902百万円 2,032百万円 

 

（連結包括利益計算書関係）

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日） 

その他有価証券評価差額金    

当期発生額 1,314百万円 1,652百万円 

税効果調整前 1,314百万円 1,652百万円 

税効果額 △437百万円 △434百万円 

その他有価証券評価差額金 876百万円 1,218百万円 

繰延ヘッジ損益    

当期発生額 △5百万円 △28百万円 

資産の取得原価調整額 11百万円 5百万円 

税効果調整前 5百万円 △22百万円 

税効果額 △2百万円 7百万円 

繰延ヘッジ損益 3百万円 △15百万円 

土地再評価差額金    

税効果額 － 184百万円 

為替換算調整勘定    

当期発生額 178百万円 309百万円 

退職給付に係る調整額    

当期発生額 － 1,250百万円 

組替調整額 － 1,583百万円 

税効果調整前 － 2,834百万円 

税効果額 － △990百万円 

退職給付に係る調整額 － 1,843百万円 

その他の包括利益合計 1,058百万円 3,540百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 148,945 － － 148,945 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 209 23 1 231 

 

（変動事由の概要） 

増加の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     23千株 

減少の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の売却による減少      １千株 

 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成25年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 446 3 平成25年３月31日 平成25年６月28日 

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

(百万円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成26年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 446 3 平成26年３月31日 平成26年６月30日 

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 148,945 － － 148,945 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 231 14 0 244 

 

（変動事由の概要） 

増加の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     14千株 

減少の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の売却による減少      ０千株 
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３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成26年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 446 3 平成26年３月31日 平成26年６月30日 

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

(百万円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成27年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 446 3 平成27年３月31日 平成27年６月29日 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日） 

現金及び預金勘定 8,174百万円 8,018百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△30百万円 △30百万円 

現金及び現金同等物 8,143百万円 7,987百万円 
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（リース取引関係）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

(単位：百万円) 
 

 
前連結会計年度（平成26年３月31日） 

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 

機械装置及び運搬具 680 662 17 

合計 680 662 17 

 

(単位：百万円) 
 

 
当連結会計年度（平成27年３月31日） 

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 

機械装置及び運搬具 3 3 0 

合計 3 3 0 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

(単位：百万円) 
 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

１年以内 17 0 

１年超 0 － 

合計 17 0 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

(単位：百万円) 
 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

支払リース料 68 17 

減価償却費相当額 68 17 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

(単位：百万円) 
 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

１年以内 29 45 

１年超 97 117 

合計 126 163 
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（金融商品関係）

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については主に銀行

借入による方針であります。デリバティブ取引を行う場合には、実需に基づいた取引に限定しており、投機を

目的とした取引は実施しておりません。 

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しまして

は、当社グループの与信管理方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の

信用状況を随時把握する体制としております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されてお

りますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。 

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体（主に業

務上の関係を有する企業）の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し

ております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為

替の変動リスクに晒されておりますが、主要な取引については先物為替予約を利用してヘッジしております。 

 借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金

は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、支払金利の変動リスクを回避

し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段とし

て利用しております。 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた内規に従って行っており、また、デリバティ

ブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。な

お、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項 (6）重要なヘッジ会計

の方法」をご参照ください。 

 また、営業債務や借入金は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されており

ますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。 

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ

リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 
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２ 金融商品の時価等に関する事項 

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）をご参照ください。）。 

前連結会計年度（平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1）現金及び預金 8,174 8,174 － 

(2）受取手形及び売掛金 24,590 24,590 － 

(3）投資有価証券      

① 満期保有目的の債券 10 10 0 

② その他有価証券 5,874 5,874 － 

資産計 38,650 38,650 0 

(1）支払手形及び買掛金 16,321 16,321 － 

(2）短期借入金 17,776 17,808 32 

(3）長期借入金 13,702 13,754 52 

負債計 47,800 47,884 84 

デリバティブ取引（※） 140 140 － 

（※） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となっておりま

す。 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1）現金及び預金 8,018 8,018 － 

(2）受取手形及び売掛金 25,604 25,604 △0 

(3）投資有価証券      

① 満期保有目的の債券 10 10 0 

② その他有価証券 7,640 7,640 － 

資産計 41,274 41,274 0 

(1）支払手形及び買掛金 15,572 15,572 － 

(2）短期借入金 16,673 16,696 23 

(3）長期借入金 13,169 13,216 46 

負債計 45,415 45,485 70 

デリバティブ取引（※） 214 214 － 

（※） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となっておりま

す。 
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（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1）現金及び預金、並びに(2）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。ただし、決済条件が長期となる売掛金が生じた場合は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに

債権額を決済までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。 

 

(3）投資有価証券 

 投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は元利金の合計額を当該債

券の満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照くださ

い。 

 

負 債 

(1）支払手形及び買掛金、並びに(2）短期借入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。ただし、短期借入金に含まれる一年以内に返済予定の長期借入金については、長期借入金と同

様の方法により時価を算定しております。（下記(3）をご参照ください。） 

 

(3）長期借入金 

 長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象と

されており（「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。）、当該金利スワップと一体として処

理された元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法によっております。 

 

デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。 

 

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

(単位：百万円) 
 

区分 
前連結会計年度 当連結会計年度 

（平成26年３月31日） （平成27年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式 106 109 

非上場株式 136 137 

 上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておらず、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため、「(3）投資有価証券」には含めておりません。 

 当連結会計年度において、子会社及び関連会社株式について62百万円、非上場株式について13百万円の減

損処理を行っております。 
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（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度（平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

  １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 8,174 － － － 

受取手形及び売掛金 24,590 － － － 

投資有価証券        

満期保有目的の債券（社債） － 10 － － 

合計 32,765 10 － － 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

  １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 8,018 － － － 

受取手形及び売掛金 25,579 24 － － 

投資有価証券        

満期保有目的の債券（社債） － 10 － － 

合計 33,598 34 － － 

 

（注４） 短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

前連結会計年度（平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

  １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

短期借入金 17,776 － － － 

長期借入金 － 13,235 467 － 

合計 17,776 13,235 467 － 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

  １年以内 
１年超 

５年以内(※) 
５年超 
10年以内 

10年超 

短期借入金 16,673 － － － 

長期借入金 － 12,950 218 － 

合計 16,673 12,950 218 － 

（※） １年超５年以内の１年毎の返済予定額については、「⑤ 連結附属明細表 借入金等明細表」を

ご参照下さい。 
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（有価証券関係）

１ 満期保有目的の債券 

前連結会計年度（平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

区分 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

連結決算日における時価 差額 

時価が連結貸借対照表計上額 
を超えるもの 

     

国債・地方債等 － － － 

社債 10 10 0 

その他 － － － 

小計 10 10 0 

時価が連結貸借対照表計上額 
を超えないもの 

     

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

合計 10 10 0 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

区分 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

連結決算日における時価 差額 

時価が連結貸借対照表計上額 
を超えるもの 

     

国債・地方債等 － － － 

社債 10 10 0 

その他 － － － 

小計 10 10 0 

時価が連結貸借対照表計上額 
を超えないもの 

     

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

合計 10 10 0 
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２ その他有価証券 

前連結会計年度（平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

区分 
連結決算日における 

連結貸借対照表計上額 
取得原価 差額 

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの 

     

株式 5,482 2,780 2,701 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 5,482 2,780 2,701 

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの 

     

株式 391 460 △68 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 391 460 △68 

合計 5,874 3,241 2,633 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

区分 
連結決算日における 

連結貸借対照表計上額 
取得原価 差額 

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの 

     

株式 7,496 3,188 4,308 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 7,496 3,188 4,308 

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの 

     

株式 144 166 △22 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 144 166 △22 

合計 7,640 3,354 4,285 
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３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

４ 減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。 

 なお、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～

50％程度下落した場合には個別銘柄毎にその回復可能性を考慮して減損処理を行うこととしております。 

 

（デリバティブ取引関係）

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

前連結会計年度（平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

区分 種類 契約額等 
 

時価 評価損益 
うち１年超 

市場取引 
以外の取引 

通貨スワップ取引        

受取日本円・支払香港ドル 100 50 △34 △34 

受取日本円・支払タイバーツ 297 297 △100 △100 

合計 397 347 △135 △135 

（注） 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

区分 種類 契約額等 
 

時価 評価損益 
うち１年超 

市場取引 
以外の取引 

通貨スワップ取引        

受取日本円・支払香港ドル 50 － △27 △27 

受取日本円・支払タイバーツ 297 223 △158 △158 

合計 347 223 △186 △186 

（注） 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
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２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

前連結会計年度（平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象 契約額等 
 

時価 
当該時価の 
算定方法 うち１年超 

金利スワップ 
の特例処理 

金利スワップ取引      

（※１） － 支払固定・ 
受取変動 

短期借入金及び 
長期借入金 

7,990 4,795 

原則的処理 
方法 

為替予約取引        

先物為替相場に
よっておりま
す。 

売建 外貨建予定取引      

米ドル （売掛金） 206 － △5 

タイバーツ （売掛金） 5 － △0 

為替予約等 
の振当処理 

為替予約取引      

（※２） － 売建      

米ドル 売掛金 21 － 

  合 計   8,223 4,795 △5  

（※１） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金及び長期借入金と一体として処

理されているため、その時価は、当該短期借入金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。 

（※２） 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。 

 

当連結会計年度（平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象 契約額等 
 

時価 
当該時価の 
算定方法 うち１年超 

金利スワップ 
の特例処理 

金利スワップ取引      

（※１） － 支払固定・ 
受取変動 

短期借入金及び 
長期借入金 

5,745 3,463 

原則的処理 
方法 

為替予約取引        

先物為替相場に
よっておりま
す。 

売建 外貨建予定取引      

米ドル （売掛金） 340 － △27 

タイバーツ （売掛金） 3 － △0 

買建 外貨建予定取引      

ユーロ （買掛金） 4 － △0 

為替予約等 
の振当処理 

為替予約取引      

（※２） － 
売建      

米ドル 売掛金 11 － 

タイバーツ 売掛金 3 － 

  合 計   6,110 3,463 △28  

（※１） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金及び長期借入金と一体として処

理されているため、その時価は、当該短期借入金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。 

（※２） 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。 
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び確定拠出制度を設けており、当社の退職一時

金制度には退職給付信託を設定しております。 

 なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債

及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く）

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

退職給付債務の期首残高 11,916百万円 11,872百万円

会計方針の変更による累積的影響額 － 759百万円

会計方針の変更を反映した期首残高 11,916百万円 12,632百万円

勤務費用 686百万円 663百万円

利息費用 178百万円 189百万円

数理計算上の差異の発生額 24百万円 134百万円

退職給付の支払額 △933百万円 △978百万円

退職給付債務の期末残高 11,872百万円 12,641百万円

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

年金資産の期首残高 7,430百万円 8,694百万円

期待運用収益 74百万円 130百万円

数理計算上の差異の発生額 1,037百万円 1,385百万円

事業主からの拠出額 860百万円 865百万円

退職給付の支払額 △708百万円 △721百万円

年金資産の期末残高 8,694百万円 10,354百万円

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 11,872百万円 12,641百万円

年金資産 △8,694百万円 △10,354百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,178百万円 2,286百万円

     

退職給付に係る負債 3,178百万円 2,286百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 3,178百万円 2,286百万円
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(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

勤務費用 686百万円 663百万円

利息費用 178百万円 189百万円

期待運用収益 △74百万円 △130百万円

数理計算上の差異の費用処理額 282百万円 135百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 1,438百万円 1,438百万円

その他 8百万円 47百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 2,520百万円 2,344百万円

 

(5）退職給付に係る調整額 

 退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

過去勤務費用 － △0百万円

数理計算上の差異 － 1,386百万円

会計基準変更時差異 － 1,438百万円

合 計 － 2,824百万円

 

(6）退職給付に係る調整累計額

 退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

未認識過去勤務費用 △4百万円 △3百万円

未認識数理計算上の差異 1,516百万円 130百万円

未認識会計基準変更時差異 1,438百万円 －

合 計 2,950百万円 126百万円

 

(7）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

株式 56％ 58％

債券 35％ 34％

一般勘定 6％ 5％

現金及び預金 3％ 3％

合 計 100％ 100％

 （注）年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度33％、当連結会計年

度37％含まれております。

 

② 長期期待運用収益率の設定方法

 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、前年度適用率と市場動向、過去運用実績を比較検討し、長期

の収益率を考慮しております。
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(8）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

割引率 1.5％ 1.5％

長期期待運用収益率 1.0％ 1.5％

予想昇給率 4.1％ 4.1％

 

３．簡便法を適用した確定給付制度 

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 703百万円 871百万円

退職給付費用 220百万円 126百万円

退職給付の支払額 △39百万円 △42百万円

制度への拠出額 △23百万円 △21百万円

その他 10百万円 △8百万円

退職給付に係る負債の期末残高 871百万円 924百万円

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 134百万円 128百万円

年金資産 △93百万円 △99百万円

  41百万円 29百万円

非積立型制度の退職給付債務 830百万円 895百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 871百万円 924百万円

     

退職給付に係る負債 871百万円 924百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 871百万円 924百万円

 

(3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度220百万円 当連結会計年度126百万円

 

４．確定拠出制度

 確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度58百万円、当連結会計年度61百万円であります。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成27年３月31日） 

繰延税金資産          

退職給付に係る負債 2,336 百万円   1,866 百万円 

未払賞与 545 百万円   536 百万円 

資産除去債務 127 百万円   115 百万円 

投資有価証券評価損 94 百万円   109 百万円 

環境対策引当金 110 百万円   100 百万円 

その他 1,069 百万円   923 百万円 

繰延税金資産小計 4,283 百万円   3,652 百万円 

評価性引当額 △759 百万円   △680 百万円 

繰延税金負債との相殺 △1,174 百万円   △1,554 百万円 

繰延税金資産合計 2,349 百万円   1,417 百万円 

繰延税金負債          

その他有価証券評価差額金 △916 百万円   △1,350 百万円 

退職給付信託設定益 △238 百万円   △215 百万円 

その他 △153 百万円   △142 百万円 

繰延税金負債小計 △1,308 百万円   △1,708 百万円 

繰延税金資産との相殺 1,174 百万円   1,554 百万円 

繰延税金負債合計 △133 百万円   △153 百万円 

繰延税金資産の純額 2,215 百万円   1,263 百万円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成26年３月31日） 
 

当連結会計年度 
（平成27年３月31日） 

法定実効税率 37.2 ％   －  

（調整）          

試験研究費税額控除 △7.5 ％   －  

評価性引当額の増減 △5.7 ％   －  

税率変更による影響 3.4 ％   －  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.2 ％   －  

住民税均等割 2.5 ％   －  

その他 0.8 ％   －  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.0 ％   －  

（注）当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税 

  率の100分の５以下であるため、注記を省略しております。
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以降に開始する連結会計年度か

ら法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。 

  平成27年３月31日まで                       34.8％ 

  平成27年４月１日から平成28年３月31日まで             32.3％ 

  平成28年４月１日以降                       31.5％ 

 この税率変更により、繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は82百万円減少し、当

連結会計年度に計上された法人税等調整額が218百万円、その他有価証券評価差額金が141百万円それぞれ増

加し、退職給付に係る調整累計額が４百万円減少しております。 

 また、再評価に係る繰延税金負債が184百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがいまして、当社グループは、当社事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成され

ており、「モーション機器事業」、「パワーエレクトロニクス機器事業」、「サポート＆エンジニアリング事

業」の３つを報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントの主要な製品・サービスは次のとおりであります。 

報告セグメント 主要な製品・サービス 

モーション機器 昇華型デジタルフォトプリンタ、リライタブルプリンタ、宇宙ロケット用電装品、航空機用

電装品、サーボアクチュエータ、アクティブ制振装置、電磁クラッチ・ブレーキ、鉄道・建

設車両用電装品、空港用地上支援車両、超重量物搬送用大型自走台車 等 

パワーエレクトロ 

ニクス機器 

自動車用評価システム、実車衝突実験システム、上下水道電気計装設備、道路管理用電気設

備、リフティングマグネット、サブマージドモータ、真空溶解炉、鉄鋼プラント用電気シス

テム、中小形発電機、振動式搬送機器、コーヒー焙煎設備、パーツフィーダ、半導体製造装

置用ハンドリング機器、液晶ガラス基板用ハンドリング機器、エコ発電システム 等 

サポート＆ 

エンジニアリング 

電気・機械設備工事の請負・エンジニアリング、電気機械器具のサービス、病院内搬送シス

テムのエンジニアリング、当社周辺サービス・福利厚生関連業務、倉庫・運送業、経理・給

与業務・設計業務の受託、労働者派遣業、ソフトウェアの開発、ＯＡ機器の販売 等 

 

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

 

 （会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度より、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更し

たことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

 なお、当該変更による当連結会計年度のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

          （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸表 
計上額 
（注）２  

モーション 
機器 

パワー 
エレクトロ 
ニクス機器 

サポート＆ 
エンジニア 
リング 

計 

売上高            

外部顧客への売上高 30,586 24,700 19,027 74,315 － 74,315 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,899 1,800 3,320 7,020 △7,020 － 

計 32,486 26,501 22,348 81,335 △7,020 74,315 

セグメント利益 1,185 290 926 2,401 12 2,414 

セグメント資産 37,557 29,636 11,794 78,988 10,036 89,024 

その他の項目            

減価償却費 1,095 912 123 2,131 － 2,131 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

596 2,336 306 3,239 － 3,239 

（注）１ 調整額の主な内容は以下のとおりであります。 

(1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。 

(2）セグメント資産の調整額には、各報告セグメントに帰属しない全社資産14,948百万円及びセグメント間

消去等△4,912百万円が含まれております。 

全社資産は、当社における余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）等であり

ます。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

          （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸表 
計上額 
（注）２  

モーション 
機器 

パワー 
エレクトロ 
ニクス機器 

サポート＆ 
エンジニア 
リング 

計 

売上高            

外部顧客への売上高 31,673 25,858 18,264 75,796 － 75,796 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,162 2,251 3,106 7,519 △7,519 － 

計 33,835 28,110 21,370 83,316 △7,519 75,796 

セグメント利益 830 968 968 2,768 △11 2,757 

セグメント資産 35,987 32,417 11,762 80,167 11,226 91,394 

その他の項目            

減価償却費 1,031 922 130 2,084 － 2,084 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

1,043 1,108 420 2,572 － 2,572 

（注）１ 調整額の主な内容は以下のとおりであります。 

(1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。 

(2）セグメント資産の調整額には、各報告セグメントに帰属しない全社資産15,780百万円及びセグメント間

消去等△4,553百万円が含まれております。 

全社資産は、当社における余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）等であり

ます。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

【関連情報】 

１ 製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。 

 

２ 地域ごとの情報 

(1）売上高 

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

日本 アジア その他 合計 

59,011 12,012 3,291 74,315 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

(単位：百万円) 
 

日本 アジア その他 合計 

60,811 10,825 4,159 75,796 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているた

め、記載を省略しております。 
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３ 主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手がないため、記載はありま

せん。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報）

 
前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日） 

１株当たり純資産額 172.04円 201.77円 

１株当たり当期純利益 9.30円 12.24円 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ （会計方針の変更）に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める 

経過的な取扱いに従っております。 

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、3.18円減少しております。また、当連結会計年度の１

株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。 

３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日) 

当期純利益(百万円) 1,382 1,820 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,382 1,820 

普通株式の期中平均株式数(千株) 148,725 148,708 
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⑤【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

 

区分 
当期首残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 11,050 11,050 0.6 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 6,726 5,623 1.2 － 

１年以内に返済予定のリース債務 168 162 － － 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

13,702 13,169 1.2 
平成28年４月30日～
平成32年12月30日 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

294 175 － 
平成28年４月20日～
平成31年３月20日 

その他有利子負債 － － － － 

合計 31,941 30,180 － － 

（注）１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 

２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定

額は以下のとおりであります。 

区分 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 4,500 4,204 2,646 1,599 

リース債務 123 42 6 2 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計

年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。 

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等 

 

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度 

売上高 (百万円) 13,772 32,793 48,928 75,796 

税金等調整前四半期(当期)純
利益又は税金等調整前四半期
(当期)純損失(△) 

(百万円) △644 △163 106 2,801 

四半期(当期)純利益又は四半
期(当期)純損失(△) 

(百万円) △472 △142 113 1,820 

１株当たり四半期(当期)純利
益又は１株当たり四半期(当
期)純損失(△) 

(円) △3.18 △0.96 0.77 12.24 

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

１株当たり四半期純利益 
又は１株当たり四半期 
純損失（△） 

(円) △3.18 2.22 1.73 11.48 
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当事業年度 

(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,604 6,514 

受取手形 ※３ 3,872 ※３ 4,024 

売掛金 ※３ 14,610 ※３ 15,421 

商品及び製品 690 722 

仕掛品 ※４ 9,081 ※４ 8,331 

原材料及び貯蔵品 4,380 4,742 

繰延税金資産 816 778 

短期貸付金 ※３ 578 ※３ 668 

未収入金 ※３ 1,357 ※３ 1,244 

その他 ※３ 267 ※３ 395 

貸倒引当金 △37 △37 

流動資産合計 42,222 42,803 

固定資産    

有形固定資産    

建物 9,585 9,529 

構築物 337 299 

機械及び装置 1,565 1,332 

車両運搬具 13 10 

工具、器具及び備品 687 891 

土地 14,803 14,800 

リース資産 303 199 

建設仮勘定 321 447 

有形固定資産合計 ※１ 27,618 ※１ 27,510 

無形固定資産    

ソフトウエア 43 33 

ソフトウエア仮勘定 － 352 

その他 65 49 

無形固定資産合計 108 434 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,776 7,487 

関係会社株式 2,926 2,928 

関係会社出資金 301 301 

長期貸付金 ※３ 1,056 ※３ 911 

前払年金費用 116 － 

その他 775 818 

貸倒引当金 △37 △30 

投資その他の資産合計 10,914 12,416 

固定資産合計 38,641 40,362 

資産合計 80,863 83,165 
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    （単位：百万円） 

  前事業年度 
(平成26年３月31日) 

当事業年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形 2,416 2,450 

買掛金 ※３ 10,088 ※３ 9,472 

短期借入金 17,748 16,668 

リース債務 134 119 

未払金 ※３ 817 ※３ 698 

未払費用 ※３ 3,177 ※３ 3,209 

未払法人税等 673 695 

未払消費税等 290 662 

預り金 ※３ 1,374 ※３ 1,317 

受注損失引当金 ※４ 134 ※４ 163 

その他 658 1,823 

流動負債合計 37,515 37,282 

固定負債    

長期借入金 13,698 13,169 

リース債務 210 105 

再評価に係る繰延税金負債 1,942 1,758 

退職給付引当金 343 2,160 

環境対策引当金 317 319 

資産除去債務 352 353 

その他 ※３ 508 ※３ 425 

固定負債合計 17,374 18,293 

負債合計 54,890 55,575 

純資産の部    

株主資本    

資本金 10,156 10,156 

資本剰余金    

資本準備金 452 452 

資本剰余金合計 452 452 

利益剰余金    

利益準備金 553 598 

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 9,598 9,824 

利益剰余金合計 10,152 10,423 

自己株式 △59 △61 

株主資本合計 20,702 20,971 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 1,635 2,813 

繰延ヘッジ損益 △3 △18 

土地再評価差額金 3,639 3,824 

評価・換算差額等合計 5,271 6,619 

純資産合計 25,973 27,590 

負債純資産合計 80,863 83,165 
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②【損益計算書】

    （単位：百万円） 

 
 前事業年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

 当事業年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 ※１ 53,402 ※１ 55,174 

売上原価 ※１ 43,356 ※１ 44,696 

売上総利益 10,046 10,477 

販売費及び一般管理費 ※２ 8,960 ※２ 9,080 

営業利益 1,085 1,397 

営業外収益    

受取利息及び配当金 ※１ 223 ※１ 387 

為替差益 － 84 

その他 61 66 

営業外収益合計 285 538 

営業外費用    

支払利息 350 298 

その他 114 146 

営業外費用合計 464 444 

経常利益 906 1,491 

特別利益    

補助金収入 － 309 

特別利益合計 － 309 

特別損失    

関係会社株式評価損 － 62 

特別損失合計 － 62 

税引前当期純利益 906 1,738 

法人税、住民税及び事業税 722 747 

法人税等調整額 △479 △221 

法人税等合計 243 525 

当期純利益 662 1,212 
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

            （単位：百万円） 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 
合計   

資本準備金 利益準備金 

その他利益 
剰余金 利益剰余金 

合計 
  

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 10,156 452 509 9,426 9,935 △55 20,489 

会計方針の変更による
累積的影響額             － 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

10,156 452 509 9,426 9,935 △55 20,489 

当期変動額               

剰余金の配当     44 △490 △446   △446 

当期純利益       662 662   662 

自己株式の取得           △3 △3 

自己株式の処分       △0 △0 0 0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）               

当期変動額合計 － － 44 171 216 △3 213 

当期末残高 10,156 452 553 9,598 10,152 △59 20,702 

 

           

  評価・換算差額等 

純資産合計 
  

その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 781 △7 3,639 4,413 24,903 

会計方針の変更による
累積的影響額         － 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

781 △7 3,639 4,413 24,903 

当期変動額           

剰余金の配当         △446 

当期純利益         662 

自己株式の取得         △3 

自己株式の処分         0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

854 3 － 857 857 

当期変動額合計 854 3 － 857 1,070 

当期末残高 1,635 △3 3,639 5,271 25,973 
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当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

            （単位：百万円） 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計   
資本準備金 利益準備金 

その他利益 
剰余金 利益剰余金 

合計 
  

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 10,156 452 553 9,598 10,152 △59 20,702 

会計方針の変更による
累積的影響額       △495 △495   △495 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 10,156 452 533 9,102 9,656 △59 20,206 

当期変動額               

剰余金の配当     44 △490 △446   △446 

当期純利益       1,212 1,212   1,212 

自己株式の取得           △2 △2 

自己株式の処分       △0 △0 0 0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）               

当期変動額合計 － － 44 721 766 △2 764 

当期末残高 10,156 452 598 9,824 10,423 △61 20,971 

 

           

  評価・換算差額等 

純資産合計 
  

その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 1,635 △3 3,639 5,271 25,973 

会計方針の変更による
累積的影響額         △495 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 1,635 △3 3,639 5,271 25,478 

当期変動額           

剰余金の配当         △446 

当期純利益         1,212 

自己株式の取得         △2 

自己株式の処分         0 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

1,178 △15 184 1,347 1,347 

当期変動額合計 1,178 △15 184 1,347 2,111 

当期末残高 2,813 △18 3,824 6,619 27,590 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております。） 

ｂ 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品及び製品 

 個別法及び総平均法による原価法 

(2）仕掛品 

 個別法による原価法 

(3）原材料及び貯蔵品 

 総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。） 

 

４．固定資産の減価償却方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

(3）リース資産 

ａ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

ｂ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
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５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2）受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損

失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法 

 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（11年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による

定額法により費用処理しております。 

 会計基準変更時差異については、15年による定額法により費用処理しております。 

 

(4）環境対策引当金 

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれる

PCB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。 

 

６．重要な収益及び費用の計上基準 

 工事契約に関する収益及び費用の計上基準 

 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準（工事

の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 

７．ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引及び通

貨スワップ取引については振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引につい

ては特例処理によっております。 

 

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）退職給付に係る会計処理 

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び未認識会計基準変更時差異の会計処

理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

(2）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 
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（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」と

いう。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26

日）を、当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰

属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務

期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した

単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事

業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減

しております。 

 この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が643百万円増加し、前払年金費用が116百万円、繰越利益

剰余金が495百万円それぞれ減少しております。また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、当事業年度の１株当たり純資産額は3.18円減少しております。また、１株当たり当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

 

（表示方法の変更）

貸借対照表関係 

 前事業年度において、独立掲記していた「無形固定資産」の「リース資産」は金額的重要性が乏しいため、当

事業年度より「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるた

め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「リース資産」12百万円、「その他」52百

万円は、「その他」65百万円として組み替えております。

 

 前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払消費税等」は、金額的重要性が増したた

め、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組

替えを行っております。

 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた948百万円は、「未

払消費税等」290百万円、「その他」658百万円として組み替えております。

 

 

（貸借対照表関係）

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 
前事業年度 

（平成26年３月31日） 
当事業年度 

（平成27年３月31日） 

減価償却累計額 35,931百万円 37,123百万円 

（うち、減損損失累計額） 183百万円 183百万円 
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２ 保証債務 

 以下の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

 
前事業年度 

（平成26年３月31日） 
当事業年度 

（平成27年３月31日） 

SINFONIA TECHNOLOGY 
(THAILAND) CO.,LTD. 

24百万円 
(外貨建7百万タイバーツ) 

－ 
 

天津神鋼電機有限公司 78百万円 78百万円 

計 102百万円 78百万円 

 

※３ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主なものは、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（平成26年３月31日） 
当事業年度 

（平成27年３月31日） 

短期金銭債権 2,000百万円 1,937百万円 

長期金銭債権 797百万円 647百万円 

短期金銭債務 1,923百万円 1,764百万円 

長期金銭債務 9百万円 9百万円 

 

※４ 同一の工事契約に係るたな卸資産及び受注損失引当金 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。 

 
前事業年度 

（平成26年３月31日） 
当事業年度 

（平成27年３月31日） 

受注損失引当金に対応する仕掛品
の額 

62百万円 119百万円 

 

（損益計算書関係）

※１ 関係会社に係る注記 

 各科目に含まれている関係会社との取引高は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日） 

関係会社に対する売上高 2,181百万円 2,500百万円 

関係会社からの仕入高 5,643百万円 5,697百万円 

関係会社との営業取引以外の取引
高 

87百万円 83百万円 

 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであ

ります。 

 
 前事業年度 

（自 平成25年４月１日 
  至 平成26年３月31日） 

 当事業年度 
（自 平成26年４月１日 

  至 平成27年３月31日） 

給料手当及び賞与 2,650百万円 2,752百万円 

福利厚生費 511百万円 545百万円 

退職給付費用 609百万円 563百万円 

減価償却費 59百万円 67百万円 

研究開発費 1,428百万円 1,481百万円 

貸倒引当金繰入額（△は戻入額） 16百万円 △8百万円 

 

おおよその割合 

販売費 51％ 51％ 

一般管理費 49％ 49％ 
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（リース取引関係）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

(単位：百万円) 
 

 
前事業年度（平成26年３月31日） 

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 

機械及び装置 670 653 16 

合計 670 653 16 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 

 当事業年度（平成27年３月31日） 

 該当事項はありません。 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

(単位：百万円) 
 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成26年３月31日） （平成27年３月31日） 

１年以内 16 － 

１年超 － － 

合計 16 － 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

(単位：百万円) 
 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成26年３月31日） （平成27年３月31日） 

支払リース料 67 16 

減価償却費相当額 67 16 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

(単位：百万円) 
 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成26年３月31日） （平成27年３月31日） 

１年以内 29 45 

１年超 97 117 

合計 126 163 
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（有価証券関係）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておらず、時価を把握することが極めて困難

と認められる子会社株式及び関連会社株式は、以下のとおりであります。 

(単位：百万円) 
 

区分 
前事業年度 当事業年度 

（平成26年３月31日） （平成27年３月31日） 

(1）子会社株式 2,843 2,906 

(2）関連会社株式 82 22 

計 2,926 2,928 

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（平成26年３月31日） 
 

当事業年度 
（平成27年３月31日） 

繰延税金資産          

退職給付引当金 991 百万円   1,509 百万円 

未払賞与 352 百万円   348 百万円 

投資有価証券評価損 189 百万円   195 百万円 

資産除去債務 122 百万円   111 百万円 

環境対策引当金 110 百万円   100 百万円 

その他 775 百万円   714 百万円 

繰延税金資産小計 2,543 百万円   2,980 百万円 

評価性引当額 △660 百万円   △629 百万円 

繰延税金負債との相殺 △1,066 百万円   △1,519 百万円 

繰延税金資産合計 816 百万円   831 百万円 

繰延税金負債          

その他有価証券評価差額金 △872 百万円   △1,293 百万円 

退職給付信託設定益 △238 百万円   △215 百万円 

その他 △12 百万円   △10 百万円 

繰延税金負債小計 △1,123 百万円   △1,519 百万円 

繰延税金資産との相殺 1,066 百万円   1,519 百万円 

繰延税金負債合計 △56 百万円   － 百万円 

繰延税金資産の純額 759 百万円   831 百万円 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 
前事業年度 

（平成26年３月31日） 
 

当事業年度 
（平成27年３月31日） 

法定実効税率 37.2 ％   34.8 ％ 

（調整）          

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △7.3 ％   △12.6 ％ 

特別税額控除 △17.4 ％   △10.6 ％ 

税率変更による影響 6.2 ％   11.4 ％ 

住民税均等割 4.4 ％   2.3 ％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.1 ％   2.1 ％ 

評価性引当額の増減 △7.3 ％   2.0 ％ 

その他 6.0 ％   0.8 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.9 ％   30.2 ％ 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法

人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。 

  平成27年３月31日まで                    34.8％ 

  平成27年４月１日から平成28年３月31日まで          32.3％ 

  平成28年４月１日以降                    31.5％ 

 この税率変更により、繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は63百万円減少し、当

事業年度に計上された法人税等調整額が198百万円、その他有価証券評価差額金が135百万円それぞれ増加し

ております。 

 また、再評価に係る繰延税金負債が184百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。 
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円) 
 

資産の種類 
期首 

帳簿価額 
当期増加額 当期減少額 当期償却額 

期末 
帳簿価額 

減価償却 
累計額 

期末 
取得原価 

有形固定資産              

建物 9,585 467 19 504 9,529 11,497 21,026 

構築物 337 14 － 52 299 929 1,229 

機械及び装置 1,565 427 3 658 1,332 16,540 17,872 

車両運搬具 13 1 0 5 10 305 315 

工具、器具及び備品 687 592 9 378 891 7,456 8,348 

土地 14,803 － 2 － 14,800 － 14,800 

      (2)        

リース資産 303 13 － 117 199 395 594 

建設仮勘定 321 1,525 1,399 － 447 － 447 

有形固定資産計 27,618 3,043 1,434 1,716 27,510 37,123 64,634 

      (2)        

無形固定資産              

ソフトウエア 43 3 － 13 33 1,627 1,661 

ソフトウエア仮勘定 － 352 － － 352 － 352 

その他 65 2 － 18 49 81 131 

無形固定資産計 108 357 － 31 434 1,709 2,144 

（注）１．「当期減少額」欄の（ ）は、内数で当期の減損損失計上額であります。 

なお、「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額を含めて記載しております。 

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

ソフトウエア仮勘定    次期IT基幹システム        348百万円 

 

【引当金明細表】

(単位：百万円) 
 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

貸倒引当金 75 18 25 68 

受注損失引当金 134 163 134 163 

環境対策引当金 317 2 － 319 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（３）【その他】

 該当事項はありません。 
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

単元未満株式の買取・買増  

取扱場所 
（特別口座） 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
（特別口座） 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 

取次所 － 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して
行います。なお、電子公告は当会社ホームページに掲載することとしており、その
アドレスは次のとおりであります。 

http://www.sinfo-t.jp 

株主に対する特典 なし 

（注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。 

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

(4）株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社には、親会社等はありません。 

 

２【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 

事業年度 第90期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 平成26年６月27日関東財務局長に提出。 

 

(2）内部統制報告書及びその添付書類 

事業年度 第90期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 平成26年６月27日関東財務局長に提出。 

 

(3）四半期報告書及び確認書 

第91期第１四半期（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日） 平成26年８月５日関東財務局長に提出。 

第91期第２四半期（自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日） 平成26年11月７日関東財務局長に提出。 

第91期第３四半期（自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日） 平成27年２月６日関東財務局長に提出。 

 

(4）臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書 

平成26年６月30日関東財務局長に提出。 

 

(5）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書 

事業年度 第90期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 平成26年７月８日関東財務局長に提出。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

平成27年６月26日
 

シンフォニアテクノロジー株式会社 

 

  取締役会 御中  

 

  有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 原  田  大  輔  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 小  幡  琢  哉  ㊞ 

 

＜財務諸表監査＞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるシンフォニアテクノロジー株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シン

フォニアテクノロジー株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
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＜内部統制監査＞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、シンフォニアテクノロジー株

式会社の平成27年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

 

内部統制報告書に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。 

 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、シンフォニアテクノロジー株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上

 

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。 

２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 
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  独立監査人の監査報告書  

 

平成27年６月26日
 

シンフォニアテクノロジー株式会社 

 

  取締役会 御中  

 

  有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 原  田  大  輔  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 小  幡  琢  哉  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているシンフォニアテクノロジー株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第91期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シンフォ

ニアテクノロジー株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上

 

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。 

２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 
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【表紙】
 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年６月26日 

【会社名】 シンフォニアテクノロジー株式会社 

【英訳名】 SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  古 谷 浩 三 

【最高財務責任者の役職氏名】 － 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門１丁目１番30号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 



１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長 古谷 浩三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審

議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関

する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統

制を整備及び運用しております。 

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。 

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成27年３月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい

ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を

考慮して決定しており、当社及び連結子会社６社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ

ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社４社については、金額的及び質的重要

性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。 

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している１事業拠点（当

社）を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科

目として売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業

拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予

測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価

対象に追加しております。 

 

３【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

 

４【付記事項】

 該当事項はありません。 

 

５【特記事項】

 該当事項はありません。 

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年６月26日 

【会社名】 シンフォニアテクノロジー株式会社 

【英訳名】 SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  古 谷 浩 三 

【最高財務責任者の役職氏名】 － 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門１丁目１番30号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長 古谷 浩三は、当社の第91期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）の有価証券

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

 

２【特記事項】

 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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